
 

排水設備工事に係る取扱指針 

                                                    内容現在 平成 27年 4月 1日 

           加除（さしかえ）表        追録第 12号 

手順 

種別 
ぬきとるページ 枚数 

追録から加える 

ペ ー ジ 
枚数 加えるところ 

表紙 表紙 １ 表紙 １ 表紙 

総目次 １から２まで １ １から２まで １ 追録加除整理一覧表の次 

第１部 １１から１２まで １ １１から１２まで １ Ｐ１０の次 

１３から１６まで ２ １３から１６まで ２ ５中見出しの次 

２４から 24-1まで １ ２４から 24-1まで １ Ｐ23-1の次 

第２部 

 

２８から３１まで ２ ２８から３１まで ２ Ｐ２７の次 

４６から４７まで １ ４６から４７まで １ Ｐ４５の次 

５６から５９まで ２ ５６から５９まで ２ Ｐ５５の次 

第３部 ６０から６１まで １ ６０から６１まで １ 第３部中見出しの次 

６４から６９まで ３ ６４から６９まで ３ Ｐ６３の次 

７３ １ ７３ １ ７中見出しの次 

76-1から 76-2まで １ 76-1から 76-2まで １ Ｐ７６の次 

第４部 79-3から 79-9まで ５ 79-3から 79-9まで ５ 第４部中見出しの次 

2 中見出しから 79-18 まで ３ 2 中見出しから 79-18 まで ３ Ｐ79-14の次 

第５部 ８１から８２まで １ ８１から８２まで １ Ｐ８０の次 

８５から８８まで ２ ８５から８８まで ２ Ｐ８４の次 

裏表紙 裏表紙 １ 裏表紙 １ Ｐ９９の次 

これで加除（さしかえ）が終わりましたので，「追録加除整理一覧表」に追録号数 

等を記入してください。 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

排水設備工事に係る取扱指針 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 発行  函館市企業局上下水道部 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



総 目 次 

第１部 排水設備工事に係る基本事項 

   目次                                ３ 

 １．目的                                ５ 

 ２．下水道の概要                            ５ 

 ３．排水設備の設置                           ９ 

 ４．除害施設                             １０ 

 ５．下水道の維持管理                         １１ 

 ６．申請等に係る手数料の取扱                     １２ 

 ７．別表                               １３ 
 

第２部 排水設備工事の設計・施工 

   目次                               ２５ 

 １．調査                               ２８ 

 ２．設計図書                             ２８ 

 ３．排水管                              ３２ 

 ４．桝                                ４０ 

 ５．トラップ（防臭装置）                       ４２ 

 ６．材料および器具                          ４３ 

 ７．施工                               ４３ 

 ８．土工                               ４４ 

 ９．管布設工                             ４５ 

１０．桝設置工                             ４８ 

１１．トラップ設置工                          ５０ 

１２．水洗便所設置工                          ５１ 

１３．付帯設備                             ５３ 
 

第３部 排水設備工事手続等の取扱 

   目次                               ６０ 

 １．手続業務のフロー                         ６２ 

 ２．排水設備工事の申請手続                      ６４ 

－１－ 



 ３．排水設備工事の完成書類の手続                   ６６ 

 ４．完成検査                             ６８ 

 ５．分流改造工事の取扱                        ７０ 

 ６．公共桝設置の取扱                         ７２ 

 ７．温泉排水設備工事の取扱                      ７３ 

 ８．下水道処理区域外からの公共下水道施設の使用に関する取扱      ７４ 

９．管理者以外の者が行う公共下水道工事の取扱             ７５ 

１０．公共下水道施設の一時的な使用許可に関する取扱           ７８ 

１１．融雪下水の取扱                       ７８－ １ 

１２．靴洗い場排水の取扱                        ７９ 

１３．排水設備工事竣工図書等の閲覧の取扱             ７９－ １ 

 

第４部 その他 

   目次                            ７９－ ３ 

 １．排水設備設置義務免除許可事務取扱要綱            ７９－ ４ 

 ２．キッチン生ごみ処理システム計画確認等事務取扱要綱      ７９－１５ 

 ３．指定排水設備工事業者の違反行為に係る事務処理        ７９－２１ 

 

第５部 申請書等の様式と記入例 

   目次                               ８０ 

別紙 １ 排水設備計画確認申請書                    ８１ 

別紙 ２ 排水設備工事材料表（自己資金工事）              ８２ 

別紙 ３ 排水設備工事設計書（貸付資金工事）              ８３ 

別紙 ４ 排水設備工事図面                       ８４ 

別紙 ５ 排水設備計画確認通知書                    ８５ 

別紙 ６ 水洗便所改造等資金 

     排水設備設置資金 

別紙 ７ 排水設備工事完成届書                     ８７ 

別紙 ８ 公共下水道使用開始（休止・廃止・再開）届書          ８８ 

別紙 ９ 排水設備工事検査表                      ８９ 

別紙１０－１ 工事写真（１）                      ９０ 

別紙１０－２ 工事写真（２）                      ９１ 

別紙１１ 委任状                            ９２ 

別紙１２ 水洗便所改造等資金 

     排水設備設置資金 

別紙１３ 排水設備検査済書                       ９４ 

別紙１４ 取り止め届                          ９５ 

別紙１５ 公共桝設置申請書                       ９６ 

別紙１６ 行為の許可（許可事項の変更許可）申請書            ９７ 

 

貸付申請書 

借用書 

８６ 

９３ 

－２－ 



   すため，障害を防止し下水道施設を正常に維持することを目的に水質  

   の規制を行う。  

  ② 水質規制を受ける工場，事業場で排水の水質が基準を超える場合は，  

   基準以内までに処理する必要があるため，除害施設（汚水処理施設）  

   を設置する。  
 

（２）事前調査  

   工場，事業場等からの排水の水質は，いかなる時でも排水基準に適合  

  していなければならない。  

   また，除害施設の設置後，適合していなければ排水の停止等を命じる  

  こともある。  

   除害施設の計画にあたっては，次の項目について十分調査し適切なも  

  のを設置すること。  

  ① 事業場等の規模および操業形態  

  ② 排水の発生量および水質  

  ③ 操業工程における排水量の削減および水質の改善  

  ④ 除害施設で処理した水の再利用および有用物質の回収  
 

（３）水質および届出等  

  ① 下水排除基準（別表１）  

  ② 法令に定める届出書（別表２） 

  ③ 使用開始等の届出を要する下水の水質（別表３） 

  ④ 事業場の業種と廃棄物の種類（別表４） 

  ⑤ 水質汚濁防止法特定施設（別表５ Ｎｏ,１～Ｎｏ,７） 

  ⑥ ダイオキシン類対策特別措置法特定施設（別表６） 

 

５．下水道の維持管理 
 

（１）公共下水道  

   公道または公道に準ずる私道に，市が設置した管渠
きょ

，桝，ポンプ施設  

  等の維持管理は，管理者が行う。  
 

（２）排水設備  

   個人，事業場等が，私費で建物または敷地内等に設けた設備は，建物  

  所有者等の負担で維持管理しなければならない。  

   ただし，建物所有者等が所在不明で管理上支障があり，管理者が必要  

  と認める場合は，市がこれを負担し管理することがある。  
 

（３）その他の下水道  

   あらゆる下水の排水施設を含む下水道の維持管理は，設置者または所  

  有者の負担で維持管理を行うものとする。  
 
 

－１１－ 



 

６．申請等に係る手数料の取扱 

 

  処理区域として告示された区域内の建物所有者等は，下水道法の目的で  

 ある公衆衛生の向上や公共用水域の保全と，公共下水道の利用の強制規定  

 により，排水設備の設置義務や汲取便所の水洗化改造義務が課せられてい  

 る。  

  また，管理者は公共下水道の管理のため，排水設備の設置に関し，排水  

設備工事の設計，施工については，函館市企業局指定排水設備工事業者  

（以下「指定業者」という。）が行うこと，排水設備の技術上の基準確保  

のため，完成検査を行うこと等を函館市下水道条例で定めている。  

  このことから排水設備の設置は，市民に義務付けられたものであり，か  

 つ，公共下水道の維持管理のため，排水設備工事確認申請審査及び完成検  

 査を行うものであるため，これに係る手数料は徴収しない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

台 所 浴 室 トイレ

汚水桝 汚水桝 汚水桝 雨水桝

歩道 車道

排水設備（敷地内）→ ←公共下水道

個人が維持管理 → ←管理者が維持管理 汚水本管 雨水本管

公

私

境

界

線

公共汚水桝

雨水（路面）桝

（分流式下水道）

Ｒ・Ｄ

一般住宅の場合
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別表 １

下 水 排 除 基 準

抽出物質含有量

ノルマルヘキサン

工場または事業場の基準値

項 目 南処理区域函館湾処理区域

函館市南部下水終末処理場函館湾浄化センター

水素イオン濃度（pH） 水素指数５を超え９未満

２ 生物化学的酸素要求量（BOD） ６００未満

３ 浮遊物質量（SS） ６００未満

４ カドミウム及びその化合物 ０．０１以下

５ シアン化合物 検出されないこと。

６ 有機燐化合物 検出されないこと。

７ 鉛及びその化合物 ０．１以下

８ 六価クロム化合物 ０．０５以下

９ 砒素及びその化合物 ０．０５以下

１０ 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 ０．０００５以下

アルキル水銀化合物 検出されないこと。

ポリ塩化ビフェニル ０．００３以下

トリクロロエチレン ０．３以下

テトラクロロエチレン ０．１以下

ジクロロメタン ０．２以下

四塩化炭素 ０．０２以下

１，２－ジクロロエタン ０．０４以下

１，１－ジクロロエチレン

シス－１，２－ジクロロエチレン ０．４以下

１，１，１－トリクロロエタン ３以下

１，１，２－トリクロロエタン ０．０６以下

１，３－ジクロロプロペン ０．０２以下

チウラム ０．０６以下

シマジン ０．０３以下

チオベンカルブ ０．２以下

ベンゼン ０．１以下

セレン及びその化合物 ０．１以下

ほう素及びその化合物 ２３０以下

ふっ素及びその化合物 １５以下

フェノール類 ５以下

銅及びその化合物 ３以下

亜鉛及びその化合物

鉄及びその化合物（溶解性）

マンガン及びその化合物（溶解性） １０以下

クロム及びその化合物

２以下

ダイオキシン類 １０ｐｇ/L以下

３８０未満

５以下鉱油類含有量

３０以下

燐含有量 ３２未満

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２２

２３

２４

２５

２６

２７

２８

２９

３０

３１

３２

３３

３４

３５

３６

３７

３９

４０

温度 ４５度未満

４１

４２

（１）

動植物油脂類含有量（２）

窒素含有量 ２４０未満

検出されないこと。

０．００３以下

０．３以下

０．１以下

０．２以下

０．０２以下

０．０４以下

０．４以下

３以下

０．０６以下

０．０２以下

０．０６以下

０．０３以下

０．２以下

０．１以下

０．１以下

２３０以下

１５以下

５以下

３以下

１０以下

１０以下

２以下

１０ｐｇ/L以下

３８０未満

４５度未満

０．１以下

０．５以下

０．１以下

０．００５以下

１以下

１以下

水素指数５を超え９未満

６００未満

６００未満

０．０３以下

１

１以下 １以下

りん

ひ

りん

よう

４３ 沃素消費量 ２２０未満

３８ ア ン モ ニ性 窒素 ， 亜 硝 酸 性窒 素及 び 硝酸 性 窒 素含 有 量

１，４ － ジオキサン

２以下

２以下

０．５以下 ０．５以下

２２０未満

備 考

１ この表に掲げる基準値の単位は，温度，水素イオン濃度（ｐＨ）およびダイオキシン類以外の項目については，ｍｇ/ Lとする。
２ 「検出されないこと。」とは，下水の水質の検定方法等に関する省令に掲げる方法により測定した場合において，その結果が当該方法の定量限

界を下回ることをいう。

１０以下

５以下

３０以下
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別表 ２

法 令 に 定 め る 届 出 書

事業場 届出書の種類 法 令 届 出 事 由 届 出 義 務 者 届 出 期 限 備 考

１ 公 共 下 水道 使 用開 始
（ 変 更 ） 届

法 第 １ １ 条 の ２ 第 １ 項
（ 省 令 第 ６ 条 第 １ 項 ）

公 共下 水 道 を 使 用 し よ
う と す る 者 （ 特 定 施 設
（ 水 質汚 濁 防 止 法 特 定 施
設 な らび に ダ イ オ キ シ ン
類 対 策 法 特 定 施 設 を い
う 。 ） の 設 置 者 を 含
む 。 ）で あ っ て ， 当 該 要
件 に 該当 す る 者

使 用 開始 (変 更 )前公 共 下 水 道 を 使 用 し よ う と す る 者 の 工 場
ま た は 事 業 場 か ら 排 除 す る 汚 水 の 水 量 が
「 １ 日 当 た り の 最 大 水 量 で ５ ０ m 以 上 」 で
あ る と き ま た は 下 水 の 水 質 が 「 使 用 開 始 等
の 届 出 を 要 す る 下 水 の 水 質 （ 別 表 ３ 参
照 ） 」 に 該 当 す る と き ， お よ び 届 出 を し た
と き の 下 水 の 水 量 ま た は 水 質 を 変 更 し よ う
と す る とき 。

２ 公 共 下 水道 使 用開 始
届

法 第 １ １ 条 の ２ 第 ２ 項
（ 省 令 第 ６ 条 第 ２ 項 ）

公 共 下 水 道 を 使 用 し よ
う と す る 特 定 施 設 の 設 置
者

使 用開 始 前特 定施 設 の 設 置 者 で あっ て ， 第 １ 項 （ 公
共 下 水道 使 用 開 始 （ 変 更） 届 ） に 定 め る 要
件 に 該当 し な い 者 が 公 共下 水 道 を 使 用 し よ
う と す る と き 。

２ 除 害 施 設設 置 計画 届
書

条 例 第 ５ 条 の ３ 第 ３ 項
（函館市下水道条例施行規程第４条）

除 害 施 設 を 設 置 し よ う
と す る者

除 害 施設 設 置 前公 共 下 水 道 を 使 用 し て い る 者 が ， 除 害 施
設 を 設 置し よ う と す る と き 。

３ 特 定 施 設設 置 届出 書
法 第 １ ２ 条 の ３ 第 １ 項
（ 省 令 第 ８ 条 第 ２ 項 ）

特 定 施 設 を 設 置 し よ う
と す る者

届 出期 限 の 規 定 は
な い が， 届 出 書 に 係
る 計 画の 実 施 は ， 原
則 と して ， 当 該 届 出
が 受 理さ れ た 日 か ら
６ ０ 日経 過 後 で な け
れ ば なら な い 。

公 共下 水 道 を 使 用 し て い る 者 が ， 特 定 施
設 （ 水質 汚 濁 防 止 法 特 定 施 設 第 ６ ６ 号 の ３
に 掲 げる 旅 館 業 に つ い て は ， 温 泉 を 利 用 す
る 入 浴施 設 を 設 置 す る 旅 館 業 の み が 対 象 と
な る 。 ） を 設 置 し よ う と す る と き 。

１ 受 理書
交 付 （ 省
令 第 １ １
条）

２ 事 前 審
査

４ 特 定 施 設使 用 届出 書
法 第 １ ２ 条 の ３ 第 ２ 項
（ 省 令 第 ９ 条 第 １ 項 ）

当 該 施 設 を 設 置 （ 工 事
中 を 含む 。 ） して い る 者

当 該施 設 が 特 定 施
設 と なっ た 日 か ら ３
０ 日 以内

公 共 下 水 道 を 使 用 し て い る 者 の 工 場 ま た
は 事 業 場 に ， 現 に 設 置 （ 工 事 中 の 施 設 を 含
む 。 ） し て い る 施 設 が ， 新 た に 特 定 施 設 に
指 定 され た と き 。

５ 特 定 施 設使 用 届出 書
法 第 １ ２ 条 の ３ 第 ３ 項
（ 省 令 第 ９ 条 第 １ 項 ）

当 該 特 定 施 設 を 設 置 し
て い る者

公 共下 水 道 を 使 用
す る こと と な っ た 日
か ら ３０ 日 以 内

特 定 事 業 場 （ 特 定 施 設 を 設 置 す る 工 場 ま
た は 事 業 場 を い う 。 ） か ら 公 共 用 水 域 （ 河
川 ， 港 湾 ， 沿 岸 海 域 を い う 。 ） へ 下 水 を 排
除 し て い た 者 が ， 終 末 処 理 場 が 設 置 さ れ て
い る 公 共 下 水 道 を 使 用 す る こ と と な っ た と
き 。

６ 特 定 施 設の 構 造等 変
更 届 出 書

法 第 １ ２ 条 の ４
（ 省 令 第 １ ０ 条 第 １ 項 ）

当 該届 出 を した 者 届 出期 限 の 規 定 は
な い が， 届 出 書 に 係
る 計 画の 実 施 は ， 原
則 と して ， 当 該 届 出
が 受 理さ れ た 日 か ら
６ ０ 日経 過 後 で な け
れ ば なら な い 。

特 定 施 設 設 置 届 出 ま た は 特 定 施 設 使 用 届
出 を し た 特 定 施 設 に つ い て ， 構 造 ， 使 用 の
方 法 ， 汚 水 の 処 理 の 方 法 ， 下 水 の 水 量 お よ
び 水 質 な ら び に 用 水 お よ び 排 水 の 系 統 を 変
更 し よ うと す る と き 。

１ 受 理 書
交 付 （ 省
令 第 １ １
条）

２ 事 前 審
査

７ 氏 名変 更 等 届 出書
法 第 １ ２ 条 の ７
（ 省 令 第 １ ２ 条 ）

当 該届 出 を した 者特 定 施 設 設 置 届 出 ま た は 特 定 施 設 使 用 届
出 を し た 者 の 氏 名 も し く は 住 所 （ 法 人 に あ
っ て は ， 名 称 ， 代 表 者 の 氏 名 も し く は 主 た
る 事 務 所の 所 在 地 ） に 変 更 が あ った と き 。

変 更が あ っ た 日 か
ら ３ ０日 以 内

８ 特 定 施 設使 用 廃止 届
出 書

法 第 １ ２ 条 の ７
（ 省 令 第 １ ２ 条 ）

当 該届 出 を した 者 使 用を 廃 止 し た 日
か ら ３０ 日 以 内

特 定 施 設 設 置 届 出 ま た は 特 定 施 設 使 用 届
出 を し た 者 が ， 特 定 施 設 の 使 用 を 廃 止 し た
と き 。

１ 公 共 下 水道 使 用開 始
（ 変 更 ） 届

法 第 １ １ 条 の ２ 第 １ 項
（ 省 令 第 ６ 条 第 １ 項 ）

公 共 下 水 道 を 使 用 し よ
う と す る 者 で あ っ て ， 当
該 要 件 に 該 当 す る 者 （ 特
定 施 設 の 設 置 者 を 除
く 。 ）

使 用開 始 （ 変 更 ）
前

公 共 下 水 道 を 使 用 し よ う と す る 者 の 工 場
ま た は 事 業 場 か ら 排 除 す る 汚 水 の 水 量 が
「 １ 日 当 た り の 最 大 水 量 で ５ ０ m 以 上 」 で
あ る と き ま た は 下 水 の 水 質 が 「 使 用 開 始 等
の 届 出 を 要 す る 下 水 の 水 質 （ 別 表 ３ 参
照 ） 」 に 該 当 す る と き ， お よ び 届 出 を し た
と き の 下 水 の 水 量 ま た は 水 質 を 変 更 し よ う
と す る とき 。

９ 承 継 届 出書
法 第 １ ２ 条 の ８ 第 ３ 項
（ 省 令 第 １ ３ 条 ）

当 該 譲 り 受 け ， ま た は
借 り 受 け た 者 な ら び に 相
続 人 ま た は 合 併 後 存 続 す
る 法 人 も し く は 合 併 に よ
り 設 立さ れ た 法人

承 継が あ っ た 日 か
ら ３ ０日 以 内

特 定 施 設 設 置 届 出 ま た は 特 定 施 設 使 用 届
出 を し た 者 か ら そ の 届 出 に 係 る 特 定 施 設 を
譲 り 受 け ま た は 借 り 受 け た と き な ら び に 当
該 届 出 を し た 者 に つ い て 相 続 又 は 合 併 が あ
っ た と き。

特

定

事

業

場

非
特
定
事
業
場

3

3
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別表 ３

使 用 開 始 等 の 届 出 を 要 す る 下 水 の 水 質

抽出物質含有量

ノルマルヘキサン

工場または事業場の基準値

備 考

１ この表に掲げる基準値の単位は，温度，水素イオン濃度（ｐＨ）およびダイオキシン類以外の項目については，ｍｇ/Lとする。

２ 「検出されるもの。」とは，下水の水質の検定方法等に関する省令に掲げる方法により測定した場合において，その結果が当該方法の定量限界

を上回ることをいう。

項 目 南処理区域函館湾処理区域

函館市南部下水終末処理場函館湾浄化センター

水素イオン濃度（pH） 水素指数５．７以下８．７以上

２ 生物化学的酸素要求量（BOD） ３００以上

３ 浮遊物質量（SS） ３００以上

４ カドミウム及びその化合物 ０．０１を超えるもの

５ シアン化合物 検出されるもの。

６ 有機燐化合物 検出されるもの。

７ 鉛及びその化合物 ０．１を超えるもの

８ 六価クロム化合物 ０．０５を超えるもの

９ 砒素及びその化合物 ０．０５を超えるもの

１０ 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 ０．０００５を超えるもの

アルキル水銀化合物 検出されるもの。

ポリ塩化ビフェニル ０．００３を超えるもの

トリクロロエチレン ０．３を超えるもの

テトラクロロエチレン ０．１を超えるもの

ジクロロメタン ０．２を超えるもの

四塩化炭素 ０．０２を超えるもの

１，２－ジクロロエタン ０．０４を超えるもの

１，１－ジクロロエチレン

シス－１，２－ジクロロエチレン ０．４を超えるもの

１，１，１－トリクロロエタン ３を超えるもの

１，１，２－トリクロロエタン ０．０６を超えるもの

１，３－ジクロロプロペン ０．０２を超えるもの

チウラム ０．０６を超えるもの

シマジン ０．０３を超えるもの

チオベンカルブ ０．２を超えるもの

ベンゼン ０．１を超えるもの

セレン及びその化合物 ０．１を超えるもの

ほう素及びその化合物 ２３０を超えるもの

ふっ素及びその化合物 １５を超えるもの

フェノール類 ５を超えるもの

銅及びその化合物 ３を超えるもの

亜鉛及びその化合物

鉄及びその化合物（溶解性） １０を超えるもの

マンガン及びその化合物（溶解性）

クロム及びその化合物

２を超えるもの

ダイオキシン類 １０ｐｇ/Lを超えるもの

ア ン モ ニア 性窒素 ， 亜硝 酸 性窒 素及 び硝 酸 性窒素 含有 量 １２５以上

５を超えるもの鉱油類含有量

３０を超えるもの

２０以上

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２２

２３

２４

２５

２６

２７

２８

２９

３０

３１

３２

３３

３４

３５

３６

３７

３８

３９

４０

温度 ４０度以上

４１

４２

（１）

動植物油脂類含有量（２）

窒素含有量 １５０以上

検出されるもの。

０．５を超えるもの

０．１を超えるもの

０．００５を超えるもの

１を超えるもの

１を超えるもの

０．０３を超えるもの

１

４０度以上

０．００３を超えるもの

０．３を超えるもの

０．１を超えるもの

０．２を超えるもの

０．０２を超えるもの

０．０４を超えるもの

０．４を超えるもの

３を超えるもの

０．０６を超えるもの

０．０２を超えるもの

０．０６を超えるもの

０．０３を超えるもの

０．２を超えるもの

０．１を超えるもの

０．１を超えるもの

２３０を超えるもの

１５を超えるもの

５を超えるもの

３を超えるもの

１０を超えるもの

１０を超えるもの

２を超えるもの

１０ｐｇ/Lを超えるもの

１２５以上

５を超えるもの

３０を超えるもの

水素指数５．７以下８．７以上

３００以上

３００以上

０．１を超えるもの

１を超えるもの １を超えるもの

りん

ひ

りん

よう

沃素消費量４３ ２２０以上 ２２０以上

燐含有量

１０を超えるもの

２を超えるもの

２を超えるもの

１，４ － ジオキサン ０.５を超えるもの
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別表 ４

事 業 場 の 業 種 と 廃 棄 物 の 種 類

廃 棄 物 の 種 類事 業 場 の 業 種

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２２

２３

２４

２５

２６

２７

２８

畜 産 農 業 又 は サ ー ビ ス 業

畜 産 食 料 品 製 造 業

水 産 食 料 品 製 造 業

野 菜 ， 果 実 保 存 食 料 品 製 造 業

み そ ， し ょ う 油 製 造 業

製 あ ん 業

飲 料 製 造 業

動 物 系 飼 料 製 造 業

動 植 物 油 脂 製 造 業

麺 類 製 造 業

豆 腐 又 は 煮 豆 の 製 造 業

化 学 肥 料 製 造 業

新 聞 業 ， 出 版 業 ， 印 刷 業 又 は 製 版 業

医 薬 品 製 造 業

農 薬 製 造 業

皮 革 製 造 業

ガ ス 供 給 業

酸 又 は ア ル カ リ に よ る 表 面 処 理 施 設

電 気 め っ き 施 設

旅 館 業

共 同 調 理 場 （ 学 校 給 食 施 設 ）

弁 当 製 造 業

飲 食 店 の ち ゅ う 房 施 設

そ ば 店 等 そ の 他 の 飲 食 店

洗 濯 業

写 真 現 像 業

病 院

と 畜 業 又 は 死 亡 獣 畜 取 扱 業

自 動 車 分 解 整 備 事 業

自 動 式 車 両 洗 浄 施 設

科 学 技 術 に 関 す る 事 業 場

一 般 廃 棄 物 処 理 施 設

し 尿 処 理 施 設

特 定 事 業 場 排 出 水 の 処 理 施 設

動物のふん尿等

廃牛乳，肉くず等

魚介類の内臓，廃調味液等

野菜くず，廃調味液等

大豆殻，廃みそ，廃しょう油等

小豆殻，水さらし廃液等

廃飲料等

動物系残さ，湯煮廃液等

動植物の残さ，化学処理廃液等

麺くず，湯煮廃液等

大豆殻，豆乳廃液等

廃現像液，廃インク等

廃肥料等

廃医薬品等

廃農薬等

動物の死体，廃なめし液等

汚泥等

廃酸，廃アルカリ等

廃天ぷら油，野菜くず，魚介類の内臓，肉くず，廃調味料等

繊維くず，クリーニング汚泥および廃有機溶剤等

現像液，定着液等

血液，廃消毒用有機溶剤，現像液，定着液等

動物の血液，動物のふん尿等

不凍液，エンジンオイル，廃塗料等

廃酸，廃アルカリ，検査等に使用した培地およびシャーレ等

焼却灰等

くみ取し尿，汚泥，スカム等

汚泥，スカム等

３０

２９ 廃酸，廃アルカリ，廃油，廃プラスチック類等ビ ル 清 掃 業

廃酸，廃アルカリ，廃油，廃プラスチック類等塗 装 工 事 業
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号番号

ダ イ オ キ シ ン 類 対 策 特 別 措 置 法 特 定 施 設

ダイオキシン類
対策特別措置法
施行令第１条
別表第２

別表 ６

施 設

第１号１

硫酸塩パルプ（クラフトパルプ）又は亜硫酸パル

プ（サルファイトパルプ）の製造の用に供する塩素

又は塩素化合物による漂白施設

第２号２
カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセ

チレン洗浄施設

第３号３
硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち，廃

ガス洗浄施設

第４号４
アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち，廃

ガス洗浄施設

第６号６
塩化ビニルモノマーの製造の用に供するニ塩化エ

チレン洗浄施設

第７号７

カプロラクタムの製造（塩化ニトロシルを使用す

るものに限る。）の用に供する施設のうち，次に掲

げるもの

イ 硫酸濃縮施設

ロ シクロヘキサン分離施設

ハ 廃ガス洗浄施設

第８号８
クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用

に供する施設のうち，次に掲げるもの
イ 水洗施設

ロ 廃ガス洗浄施設

第９号９

４－クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に

供する施設のうち，次に掲げるもの

イ ろ過施設

ロ 乾燥施設

ハ 廃ガス洗浄施設

１０
２，３－ジクロロ－１，４ナフトキノンの製造の

用に供する施設のうち，次に掲げるもの

イ ろ過施設

ロ 廃ガス洗浄施設
第１０号

１１

８，１８－ジクロロ－５，１５－ジエチル－５，

１５－ジヒドロジインドロ〔３，２－ｂ：３’，２

’－ｍ〕トリフェノジオキサジン（別名ジオキサジ

ンバイオレット。ハにおいて単に「ジオキサジンバ

イオレット」という。）の製造の用に供する施設の

うち，次に掲げるもの

イ ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設

ロ ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設

ハ ジオキサジンバイオレット洗浄施設

二 熱風乾燥施設

第１２号１２

アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙

焼炉，溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理す

る施設のうち，次に掲げるもの

イ 廃ガス洗浄施設

ロ 湿式集じん施設

第１３号１３

亜鉛の回収（製鋼の用に供する電気炉から発生す

るばいじんであって，集じん機により集められたも

のからの亜鉛の回収に限る。）の用に供する施設の

うち，次に掲げるもの

イ 精製施設

ロ 廃ガス洗浄施設

ハ 湿式集じん施設

第１５号１５

別表第１第５号に掲げる廃棄物焼却炉から発生す

るガスを処理する施設のうち次に掲げるもの及び当

該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設であっ

て汚水又は廃液を排出するもの

イ 廃ガス洗浄施設

ロ 湿式集じん施設

第１６号１６

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和

４６年政令第３００号）第７条第１２号の２及び第

１３号に掲げる施設

第５号５

担体付き触媒の製造（塩素又は塩素化合物を使用

するものに限る｡）の用に供する焼成炉から発生す

るガスを処理する施設のうち，廃ガス洗浄施設

第１１号

第１４号

担体付き触媒（使用済みのものに限る｡）からの

金属の回収（ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する

方法及びアルカリにより抽出する方法（焙焼炉で処

理しないものに限る｡）によるものを除く｡）の用に

供する施設のうち，次に掲げるもの

イ ろ過施設

ロ 精製施設

ハ 廃ガス洗浄施設
１４
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Ｎｏ．２

第１８号１８

下水道終末処理施設（第１号から前号まで及び次

号に掲げる施設に係る汚水又は廃液を含む下水を処

理するものに限る。）

第１９号１９

第１号から第１７号までに掲げる施設を設置する

工場又は事業場から排出される水（第１号から第１

７号までに掲げる施設に係る汚水若しくは廃液又は

当該汚水若しくは廃液を処理したものを含むものに

限り，公共用水域に排出されるものを除く。）の処

理施設（前号に掲げるものを除く。）

１７ 第１７号

フロン類（特定物質の規制等によるオゾン層の保

護に関する法律施行令（平成６年政令第３０８号）

別表１の項，３の項及び６の項に掲げる特定物質を

いう｡）の破壊（プラズマを用いて破壊する方法そ

の他環境省令で定める方法によるものに限る｡）の

用に供する施設のうち，次に掲げるもの

イ プラズマ反応施設

ロ 廃ガス洗浄施設

ハ 湿式集じん施設
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第２部 
１．調査 

 

（１）事前調査  

  ① 現場調査に先がけて，事前に処理区域，排水区域，下水の排除方式，  

   公共汚水桝の設置箇所，その他排水設備工事に係る必要事項を各関係  

課に確認をすること。  

  ② 公共汚水桝がない場合や，除害施設等の場合は，担当と打合わせを  

し必要な手続きをとること。  

 

（２）現地調査  

  ① 現地調査は，建物の平面，公道，私道，隣地境界，公共下水道管お  

   よび汚水桝，その他在来の排水設備等をスケッチし，施設の設置予定  

   位置における距離，地盤高，公共下水道管および汚水桝などの深さを  

   記入すること。  

② 現地調査時に接続する公共汚水桝等につまりや破損等があった場合  

は，管路整備室と協議すること。  

  ③ 家屋の増改築などの将来計画を考慮して後日布設替の生じないよう  

   設置者と十分打合せをすること。  

  ④ 他人の土地及び既存の排水設備を利用しようとする場合または水洗  

   便所の設置者がその建物の所有者でない場合は，あらかじめ利害関係  

   人の同意を得るよう設置者に連絡し，後日紛争の起きないよう留意す  

   ること。  

  ⑤ 大量の下水または悪質な汚水を排除されるおそれがある時は，あら  

かじめ管路整備室，終末処理場および業務課に申し出，その指示を受  

けること。  

  ⑥ 衛生器具の選定やトイレの改造等については，設置者と十分打合せ  

   をすること。  

  ⑦ 道路占用および使用を必要とする場合は，設置者に道路占用および  

   使用許可申請の事務手続の期間が必要であること，および舗装道路を  

   破壊し工事をする場合で，復旧費が設置者の負担になる時は，あらか  

   じめ了解を得ること。  

 

２．設計図書 

 

  設計図書の作成については，次の取扱を標準とし，第３部の取扱に従い  

 作成すること。  

  なお，排水設備の製図は，設計における技術的表現であり，工事の施工，  

 および工事費積算の基礎であると同時に，将来の維持管理のための必須の  

 資料であることから統一的な方法により明瞭，正確，容易に理解できるも  

 のとすること。  
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NO 1 φ150 H=800

NO 2 φ300 H=920NO 3 φ300 H=1,060

②VUφ100

2/100 L=7.0m

①VUφ100

2/100 L=6.0m

公共桝 H=1.200

ＨＰ φ300

（ 注） ２階以 上から の排水 がある ときは ，各階 の平面 図を必 要とする 。

③VUφ100

2/100 L=7.0m

Ｎ

（１）附近見取図  

   一街区程度の範囲に申請地の位置（町・丁など）道路および隣地家屋  

  の屋号または氏名，方位，めぼしい目標などを記入し，申請地を赤線で  

  示す。  

   縮尺はおおむね１５００分の１以上とする。  

 

（２）平面図  

   縮尺は１００分の１を標準とするが，これによりがたい時は３００分  

  の１までの範囲とし，表－１の凡例に従って図－１の要領で，次の事項  

  を表示する。  

  ① 道路，建物（台所，浴室，洗たく場，便所，洗面所，玄関，その他  

   必要な排水箇所，および既設の排水設備，給水栓の位置等）および公  

   共汚水桝と本管の位置，管径，管種など。  

  ② 隣地との境界，へい，庭（配管経路に関係ある庭木，池，築山等）  

   路地，附属建物（物置，車庫等）既設の排水設備など。  

  ③ 縮尺，方位，排水管の材質，管径，延長，勾配，桝の大きさ，深さ，  

   桝番号など。  

  ④ 衛生器具，トラップの種類と位置など。  

 

図－１ 平面図  
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表－１ 設計図凡例  

※ 排水管，通気管，および桝の材質表示は，それぞれの図示記号の上  

に，次のローマ字略字を記入すること。ＨＰ(遠心力鉄筋コンクリート管)， 

ＶＰ(塩化ビニル管，一般管)，ＶＵ(同薄肉管，小口径塩化ビニル製桝)，

ＳＧＰ（亜鉛メッキ鋼管)，ＲＣ（鉄筋コンクリート製桝）  

 

（３）縦断図  

   縮尺は，縦１００分の１，横２００～３００分の１とし，図－２の要  

  領で次の事項を表示する。  

  ① 公共桝を起点とした累加距離  

  ② 公共桝の管底高を１０．００ｍとして測定した地盤高  

  ③ 各測点（桝位置）の排水管の管底高  

  ④ 各測点（桝位置）の排水管の土かぶり  

  ⑤ 各測点間ごとの排水管勾配（分数又は％）  

  ⑥ 排水管管径（φ，㎜）  

  ⑦ 桝の区間距離（ｍ）および引出線上に番号，大きさ（φ，㎜），深  

さ（Ｈ，㎜）を記入  

  ※ 注１ 管厚は，考慮しない。  

    注２ 地盤の平坦な土地に関しては，省略することができる。  
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名 称 図 示 記 号 名 称 図 示 記 号 名 称 図 示 記 号

新設排水管

既設排水管

私設汚水桝

公共汚水桝

大 便 器

小 便 器

公共雨水桝

私設雨水桝

洗 面 器

手 洗 器

流 し

浴 槽

トラップ

トラパン

掃 除 口

通 気 管

公私境界線

隣地境界線

建物外周

建物間仕切

防 臭 蓋

玄 関



土 被 り

管 底 高

地 盤 高

累 加 距 離 0
. 0
0

公共桝 H=1,200

NO.3 φ300

H=1,060
NO.2 φ300

H=920
NO.1 φ300

H=80012.00

11.00

10.00

③

VUφ100 2/100

L=7.0m

②

VUφ100 2/100

L=7.0m

①

VUφ100 2/100

L=6.0m

1
.
0
9

10
.
0
0

1
1
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0
0

1
1
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10
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0
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00
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1
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10
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4
0

0
.
69

（便器記号を記入）

VUφ100 L=1.3m

VUφ100 L=1.2m

桝

図－２ 縦断図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）配管立体図  

  水洗便所に限り，便器より第１接続桝までの配管経路，管種，寸法，そ  

 の他の設備（器具名称）を表示する。ただし，その他必要と認めるものは，

この限りではない。  

 

図－３ 立体図  
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図－１３ 砂付け加工詳細図  

１５cm

砂付け

モルタルまたは

ドレンタイト等

桝

砂付け

塩 ビ 管

 

   

⑦ 差し込み後，受口端からはみ出した接着剤は完全に拭きとること。  

  ⑧ 接合直後，管の上に乗るなどして接着部に無理な荷重を加えないこ  

   と。  

  ⑨ 管の浮上及び破損事故などを防止するため，接合した管はその日の  

   うちに埋め戻すこと。  

 

（３）遠心力鉄筋コンクリート管布設工  

  ① 管を切断および穿孔する場合は，管に大きな衝撃を与えてはならな  

   い。また，管に亀裂を生じた場合は，その管を使用しないこと。  

  ② 管の接合においては，硬めのモルタルで管のソケット，内面，下側  

にモルタルを敷き管底に合わせて，差し据付け，勾配，方向等を確認  

して目地を入念に施工すること。  

③ 管の継手は，配合１：２の硬めのモルタルを使用すること。また，  

 ソケット端部から４５°程度の角度に余盛をすること。  

 

 

図－１４ 管継手詳細図  

 

 

 

 

 

 

 

４５°

モルタル〔１ ２〕
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（４）排水管の土かぶり  

   排水管の土かぶりは，凍結深さを考慮し原則として３０㎝以上とする。  

  ただし，条件により防護その他の措置を行う。  

 

凍結深さの算定の一例  
 

Ｚ＝Ｃ√Ｆ 
 

 Ｚ 凍結深さ（㎝） 

Ｃ 定数 

Ｆ 凍結指数 

 

   Ｃは土の熱的定数，含水比，乾燥密度，凍結前後の地表温度によって  

定まり，凍結指数にも影響される。  

   Ｆは気温と継続日数の積で表される値であり，この値は，過去１０年  

間の最大凍結指数として道路土工指針（日本道路協会）などに掲げられ  

ているのでそれを参照する。  

   砂利や砂などのように，凍上を起こしにくい均一な粒状材料からなる  

地盤の凍結深さと凍結指数との例を表－１０に示す。また，凍結深さと  

土かぶりの例を表－１１に示す。  

 

表－１０ 凍結深さと凍結指数との関係の例  

     

50

75

100

150

200

0 200 400 600 800 1000 1200

凍結指数（℃・日）

凍
結
深
さ
（

）

cm

（道路土工指針）  

注 曲線は凍上を起こしにくい粗粒材料の場合  

 

表－１１ 凍結深さと最小土かぶり（北海道の例）  

地区

道央

道南

道北

道東

６ ０ ～ ８ ０

２ ０ ～ ６ ０

５ ０ ～ ９ ０

５ ０ ～ １２ ０

３ ０ ～８ ０

３ ０ ～５ ５

４ ０ ～７ ０

５ ０ ～８ ０

凍結深さ(cm) 土かぶり(cm)
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 図－２３プラスタ阻集器の例    図－２４ランドリー阻集器の例  

 

 

 

 

 

図－２６ ヘア阻集器の例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）排水槽  

   地階の排水または低位の排水が，自然流下によって直接公共下水道に  

排出できない場合は，排水槽を設置して排水を一時貯留し，排水ポンプ  

でくみ上げて排出する。なお，この場合は，臭気の発散により生活環境  

の保全上支障が生じないようにするための措置が講ぜられていること。  

  ① 排水槽の種類  

    排水槽は流入する排水の種類によって次のように区分する。  

   ア 汚水槽  

     水洗便所のし尿等の汚水排水系統に設ける排水槽である。  

   イ 雑排水槽  

     ちゅう房その他の施設から排除されるし尿を含まない排水を貯留  

     

断面図

平面図

仕切板

取手

掃除口

流出口流入口

掃除用プラグプラスタ受け

（取り外し可能）

スクリーン

排水溝
バスケット形スクリーン（底なし）

掃除口

図－２５ サンド阻集器の例 

仕切板

封
水

深

封
水
深

バスケット形

スクリーン

洗髪器

開閉栓
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するための排水槽である。  

   ウ 合併槽  

     汚水および雑排水を合わせて貯留するための排水槽である。  

   エ 湧水槽  

     地下階の浸透水を貯留するために設けられる排水槽である。  

   オ 排水調整槽  

     排水槽のうち，排水量の時間的調整を行うために設けられる槽で  

ある。  

  ② 排水槽設置上の留意点  

    排水槽の設置にあたっては，次の点に留意する。  

   ア 排水槽は低位排水系統の排水を対象とし，自然流下が可能な一般  

    の排水系統とは別系統で排水する。（図－２８参照）  

   イ 排水槽はその規模等にもよるが汚水，雑排水，湧水はおのおの分  

    離する。  

   ウ ポンプによる排水は，原則として自然流下の排水系統（屋外排水  

    設備）に排出し，公共下水道の能力に応じた排水量となるよう十分  

    注意する。  

   エ 通気管は，他の排水系統の通気管と接続せず，単独で大気中に開  

    口し，その開口箇所等は臭気等に対して衛生上，環境上十分考慮を  

する。  

   オ 通気のための装置以外の部分から臭気が漏れない構造とする。  

   カ 排水ポンプは，排水の性状に対応したものを使用し，異物による  

    詰まりが生じないようにする。また，故障に備えて複数台を設置し，  

    通常は交互に運転できるように排水量の急増時には同時運転が可能  

    な設備とする。  

   キ 槽内部の保守点検用マンホール（内径６０㎝以上）を２箇所以上  

設ける。  

   ク ちゅう房より排水槽に流入する排水系統には，ちゅうかいを捕集  

    する桝，グリース阻集器を設ける。  

   ケ 機械設備などからの油類の流入する排水系統には，オイル阻集器  

    を設ける。  

   コ 排水ポンプの運転間隔は水位計とタイマーの併用により，１時間  

    程度に設定すること。また，満水警報装置を設ける。  

   サ 排水槽の有効容量は，時間当たり最大排水量以下とし，槽の実深  

さは計画貯水深さの１．５～２．０倍程度が望ましい。  

   シ 十分に支持力のある床または地盤上に設置し，維持管理しやすい  

    位置とする。  

   ス 内部は容易に清掃できる構造で，水密性，防食等を考慮した構造  

    とする。  

   セ 底部に吸込みピットを設け，ピットに向かって１／１５以上，１／１０  
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    以下の勾配をつける。排水ポンプの停止水位は，吸込みピットの上  

    端以下とし，排水や汚物ができるだけ排出できるように設定し，タ  

    イマーを併用しない場合には，始動水位はできるだけ低く設定する。  

   ソ ポンプの吸込み部の周囲および下部に残留汚水の減量のため１０  

㎝から２０㎝程度の間隔をもたせて，吸込みピットの大きさを定め  

る。  

   タ ポンプ施設には逆流防止機能を備える。  

   チ 排水の流入管は，汚物飛散防止のため吸込みピットに直接流入す  

    るように設ける。  

  ③ 排水槽の維持管理  

   ア 排水槽を含め排水ポンプ，排水管，通気管等について，定期的に         

清掃，機械の点検を行い，常に清潔良好な状態に保つようにする 

(少なくとも年３回以上)。また，排水槽へ流入する排水系統の阻 

集器の維持管理は頻繁に行うこと。  

   イ 排水槽の正常な機能を阻害するようなものを流入させてはならな  

い。  

   ウ 予備ポンプは普段の点検，補修を十分に行い機能の確認を行う。  

   エ 清掃時等に発生する汚泥は，廃棄物の処理および清掃に関する法  

  律に基づいて適正に処分し，公共下水道等に投棄してはならない。  

   オ 排水槽に関する図面（配管図，構造図等）を整理し，排水槽等の  

   保守点検に努めること。  

   カ 点検および清掃作業を行う場合は，ガス検知器具により硫化水素  

濃度等を測定し，常に安全を確認すること。また，十分換気を行い，  

作業終了後，槽内に作業員がいないことを確認するまで換気を継続  

すること。  

図－２７ 排水槽の例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流入管 マンホール

通気管

吐出管

水中ポンプ 吸込ピット

15 10
1 1

～

逆止弁

－５８－ 



 

図－２８ 排水設備の例（分流式・高層建物）  
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注 排水槽から通気管は単独配管とする。
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第３部 排水設備工事手続等の取扱 

 １．手続業務のフロー                         ６２ 

 （１）排水設備工事の計画・調査に係る基本フロー            ６２ 

 （２）排水設備工事の業務処理基本フロー                ６３ 

 ２．排水設備工事の申請手続                      ６４ 

 （１）排水設備工事の申請                       ６４ 

 （２）申請に必要な図書                        ６４ 

   ① 自己資金工事の場合                      ６４ 

   ② 貸付資金工事の場合                      ６４ 

 （３）申請書類の作成                         ６４ 

   ① 排水設備計画確認申請書                    ６４ 

   ② 排水設備工事材料表（自己資金工事）              ６４ 

   ③ 排水設備工事設計書（貸付資金工事）              ６５ 

   ④ 工事図面（平面図および立体図）                ６５ 

   ⑤ 貸付申請書                          ６５   

⑥ 床下集合配管システムの申請手続                ６５ 

   ⑦ 貸ビル等の排水設備の申請                   ６５ 

 （４）排水設備計画確認通知書による通知                ６６ 

 （５）工事の取り止めについて                     ６６ 

３．排水設備工事の完成書類の手続                   ６６ 

 （１）完成書類の提出                         ６６ 

 （２）完成届提出に必要な図書                     ６６ 

   ① 自己資金工事の場合                      ６６ 

   ② 貸付資金工事の場合                      ６６ 

 （３）完成書類の作成                         ６６ 

   ① 排水設備工事完成届書                     ６６ 
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② 公共下水道使用開始届書                    ６７ 

   ③ 排水設備工事材料表（自己資金工事）              ６７ 

   ④ 排水設備工事設計書（貸付資金工事）              ６７ 

   ⑤ 工事図面（平面図および立体図）                ６７ 

   ⑥ 排水設備工事検査表                      ６７ 

   ⑦ 水洗便所改造工事写真                     ６７ 

   ⑧ 委任状                            ６７ 

   ⑨ 借用書                            ６８ 

   ⑩ 印鑑登録証明書（申請人，保証人）               ６８ 

 ４．完成検査                             ６８ 

 （１）現場完成検査                          ６８ 

 （２）現場完成検査の主な項目                     ６８ 

 ５．分流改造工事の取扱                        ７０ 

 ６．公設桝設置の取扱                         ７２ 

 ７．温泉排水設備工事の取扱                      ７３ 

 ８．下水道処理区域外からの公共下水道施設の使用に関する取扱      ７４ 

 ９．管理者以外の者が行う公共下水道工事の取扱             ７５ 

１０．公共下水道施設の一時的な使用許可に関する取扱           ７８ 

１１．融雪下水の取扱                        ７８－１ 

１２．靴洗い場排水の取扱                        ７９ 

１３．排水設備工事竣工図書等の閲覧の取扱              ７９－１ 
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２．排水設備工事の申請手続 

 

（１）排水設備工事の申請 

  ① 排水設備計画確認申請書は，工事着工前に提出しなければならない。 

  ② 工事は，排水設備計画確認通知を受けた後に施工すること。 

  ③ 排水設備計画確認申請書は，給水装置工事申込書と同時に提出すること。 

 ④ 工事に伴い，公共桝の新設等を希望する場合は，事前協議後に提出すること。 

 

（２）申請に必要な図書 

  ① 自己資金工事の場合 

   ア 排水設備計画確認申請書         （別紙 １） 

   イ 排水設備工事材料表           （別紙 ２） 

   ウ 工事図面（平面図および立体図）     （別紙 ４） 

  ②  貸付資金工事の場合 

      ア 排水設備計画確認申請書         （別紙 １） 

    イ 排水設備工事設計書           （別紙 ３） 

   ウ 工事図面（平面図および立体図）     （別紙 ４） 

   エ 貸付申請書               （別紙 ６） 

   オ 市・道民税納税証明書（申請者・保証人） （前年度分） 

   カ 固定資産税納税証明書（申請者）     （前年度分） 

   キ  所得証明書（申請者）          （前年度分） 

    ※ ただし，保証人が，申請者の配偶者または未婚の子の場合には，保証人 

     の所得証明書も必要。 

   ク 貸家，アパート，共有名義の場合，建物の所有を確認できる書面 

（固定資産税納税通知書，登記事項証明書，権利書または，賃貸借契約書の 

写し） 

  ③ その他必要と認める書類 

 

（３）申請書類の作成 

  ①  排水設備計画確認申請書 

   ア 申請書の作成にあたっては，別紙１を参考にすること。 

   イ 申請者の住所は，申請時に居住している住所で申請すること。 

   ウ 水洗便所改造工事と雑排水工事（台所等）の両方の工事がある場合は両方 

    に○を，雑排水工事だけの場合は，雑排水のみに○をつけること。 

   エ 他人の所有する土地や建物，他人が設置した排水設備を使用する場合は， 

    利害関係人の同意を得て記入し押印すること。 

     なお，利害関係人が多数いる場合は，別添で添付することができる。 

  ② 排水設備工事材料表（自己資金工事） 

   ア 材料表の作成にあたっては，別紙２を参考にすること。 

   イ 給水装置工事の手数料の対象となるもので，簡易な給水管の改造工事の場 

    合は，排水設備工事材料表に数量を記入し，給水装置工事申込書を添付して 

    提出することができる。 
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   ウ 管路延長の数量は小数点以下第１位までとし，材料の数量は工事図面から

算出される数値と一致すること。 

   エ 材料表には，施行業者，責任技術者の押印をすること。 

   オ 使用する便器その他の材料は，ＪＩＳまたは工業会等の規格品を使用する

こと。 

  ③  排水設備工事設計書（貸付資金工事） 

   ア 設計書の作成にあたっては，別紙３を参考にすること。 

   イ 便槽処理が計上されていること。 

   ウ 丸型汚水桝および桝設置工は，単価別になっていること。 

   エ トイレ内の改修工事でグラスウールの内訳（壁，床，天井）が○で明示さ 

    れていること。 

   オ クッションフロアー，グラスウール，クロスの面積は整合性があること。 

   カ 管路延長の数量は，小数点以下第１位までとし，材料の数量は，工事図面 

    から算出される数値と一致すること。 

   キ 設計書には，施行業者，責任技術者の押印をすること。 

  ④  工事図面（平面図および立体図）  

   ア 図面の作成にあたっては，別紙４を参考にすること。 

   イ 配管は既存部分を含め屋内の配管を記入すること。 

   ウ ２階以上の建物は，各階の平面図と大便器立体図を記入すること。 

   エ 雨水排水がある場合は，｢Ｒ.Ｄ.｣，｢雨どい｣，｢泥溜桝｣等を表示すること。 

   オ 新設，既設のものにかかわらず接続先を図示すること。（特に靴洗いやルー    

フドレン，温泉排水等） 

   カ ルーフドレン等の雨水排水を公共下水道等に接続する場合は，宅地内の設

置可能な場所に泥溜桝と浸透桝を設置すること。 

   キ 桝間の勾配を記入すること。 

  ⑤  貸付申請書  

   ア 申請書の作成にあたっては，別紙６を参考にすること。 

   イ 貸付申請書の下の余白に，保証人と申請者との関係を記入すること。 

   ウ 市・道民税納税証明書，固定資産税納税証明書，所得証明書を添付するこ 

と。 

   エ 建物が貸家，アパート, 共有名義の場合は，建物の所有を確認できる書面 

    を添付すること。 

  ⑥  床下集合配管システムの申請手続 

床下集合配管システムは，建物の構造によっては技術上の基準に適合しない 

こともあるため，事前に協議を行うものとし，申請手続を行うときは「排水へ 

ッダー設置図」および「確認書」を添付して確認をうけること。また，設置す

る場合は，特に次の事項を注意すること。 

   ア 家屋内の管の勾配，水平曲げ角度 

   イ 集合配管部の開口部および保守点検に必要なスペース 

   ウ 露出配管に伴う凍結防止対策 

  ⑦ 貸ビル等の排水設備の申請 

    貸ビル等は，テナントごとに申請し，除害施設の必要なものもあるので，事 

   前に協議すること。 
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（４）排水設備計画確認通知書による通知 

   自己資金工事の場合，決裁終了後，別紙５の通知書により申請者へ通知する。         

貸付資金工事の場合，決裁終了後，料金課調定担当での貸付審査が終了した後，

別紙５の通知書により申請者へ通知する。 

 

（５）工事の取り止めについて 

   排水設備工事の申請後に工事を取り止める場合は，「取り止め届」（別紙１４） 

を給排水検査担当に提出すること。 

 

３．排水設備工事の完成書類の手続 

 

（１）完成書類の提出 

  ①  排水設備工事完成届書等は，工事完成後５日以内に提出しなければならない。  

  ② 給水装置工事が伴う場合，排水設備工事完成届書等と給水装置工事検査申請

書を同時に提出すること。 

  ③ 完成書類の提出時には「給排水立会検査予定台帳」に必要事項を記入し，立

会検査の受付を行うこと。 

 

（２）完成届提出に必要な図書 

  ①  自己資金工事の場合 

   ア 排水設備工事完成届書         （別紙 ７） 

   イ 公共下水道使用開始届書        （別紙 ８） 

   ウ 排水設備工事材料表          （別紙 ２） 

   エ 工事図面（平面図および立体図）    （別紙 ４） 

   オ 排水設備工事検査表          （別紙 ９） 

   カ 水洗便所改造工事写真         （別紙１０－１，１０－２） 

  ②  貸付資金工事の場合 

   ア 排水設備工事完成届書         （別紙 ７） 

   イ 公共下水道使用開始届書        （別紙 ８） 

   ウ 排水設備工事設計書          （別紙 ３） 

   エ 工事図面（平面図および立体図）    （別紙 ４） 

   オ 排水設備工事検査表          （別紙 ９） 

   カ 水洗便所改造工事写真         （別紙１０－１，１０－２） 

   キ 委任状                （別紙１１） 

   ク 借用書                （別紙１２） 

   ケ 印鑑登録証明書            （申請者，保証人） 

  ③ その他必要と認める書類 

 

（３）完成書類の作成 

  ① 排水設備工事完成届書 

   ア 完成届書の作成にあたっては，別紙７を参考にすること。 

   イ 工事完成年月日は，工事および書類の作成までの全てが完了した日とする    

   こと。   
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② 公共下水道使用開始届書 

   ア 使用開始届書の作成にあたっては，別紙８を参考にすること。 

     届書の日付は，書類の提出日を記入すること。 

   イ 使用開始年月日については，排水設備を公共桝に接続し，公共下水道を使

用した日とする。 

     ただし，新築家屋や店舗などは，入居日や営業開始日を開始年月日として 

    届出ること。 

  ③ 排水設備工事材料表（自己資金工事） 

   ア 材料表の作成にあたっては，別紙２を参考にすること。 

   イ 材料の数量は，実際に使用した数量を記入すること。 

   ウ 施行業者，責任技術者の押印をすること。 

  ④ 排水設備工事設計書（貸付資金工事） 

   ア 設計書の作成にあたっては，別紙３を参考にすること。 

   イ 工事完成後，見積金額と精算金額が同額であって，現場検査において変更 

    が確認された場合は，設計書と図面の差し替えをすること。 

   ウ 施行業者，責任技術者の押印をすること。 

  ⑤ 工事図面（平面図および立体図）   

   ア 工事図面の作成にあたっては，別紙４を参考にすること。 

   イ 工事が変更になった箇所は，書き直し差替えすること。 

   ウ ルーフドレンなどの雨水排水の配管を図面に明示すること。 

   エ ２階以上の建物は, 各階の平面図と大便器立体図を記入すること。 

   オ 雨水系統と汚水系統が入り組んでいる場合は, 系統別に色別すること。 

   カ 桝径，桝深および桝間勾配を記入すること。 

   キ 既設管を使用する場合は，既設管の桝深，桝間距離，勾配を記入すること。 

   ク 施行業者，責任技術者の押印をすること。 

  ⑥ 排水設備工事検査表  

   ア 検査表の作成にあたっては，別紙９を参考にすること。 

   イ 検査は，完成書類の提出日までに工事施行業者が行うこと。 

   ウ 分流地区の現場検査では，誤接続を防止するため無落雪排水等（Ｒ．Ｄ． 

    等）の排水先を確認すること。 

  ⑦ 水洗便所改造工事写真 

   ア 工事写真の提出にあたっては，別紙１０－１，１０－２の用紙に貼り付け 

    て提出すること。 

   イ トイレ内部の写真については，改造前と改造後の写真，給水接続状況の写 

    真を撮影し提出すること。 

     貸付資金工事の床下グラスウールの写真は，給水接続状況写真と兼ねるこ 

    とができる。 

  ⑧ 委任状  

   ア 委任状の作成にあたっては，別紙１１を参考にすること。 

   イ 貸付資金工事の場合は，完成届書に添付すること。 
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  ⑨ 借用書 

   ア 借用書の作成にあたっては，別紙１２を参考にすること。 

   イ 貸付資金工事の場合に，完成届書に添付すること。 

   ウ 連帯保証人は，料金課調定担当と協議すること。 

  ⑩ 印鑑登録証明書（申請人， 保証人） 

   ア 貸付資金工事の場合に，完成届書に添付すること。 

   イ 申請人と保証人の印鑑証明は，完成届書提出日の３ヶ月以内に発行された 

    ものであること。 

 

４．完成検査 

 

（１）現場完成検査 

  ① 排水設備工事の完成検査は，自己，貸付資金工事の区分にかかわらず，完成 

   書類の審査後，「給排水立会検査予定台帳」に記載された日程により，完成図 

書に基づき現場検査を行う。 

  ② 現場検査においては，指定業者の責任技術者の立会を原則として，建物所有 

   者等の立会が必要な場合は，立会いを求めることがある。 

  ③ 指定業者および建物所有者等の負担軽減と検査業務の効率化のため，給水装 

置工事と排水設備工事の同時検査を原則とする。 

  ④ 軽微な変更等により現場検査を不要と認める場合は，写真，図面等による検 

査とする。 

  ⑤ 現場完成検査が完了した家屋には，別紙１３の「排水設備検査済書」の交付 

   に代え，水洗化シールを貼りつけるが，申請者から要求があった場合は検査済 

   書を交付する。 

⑥ 指定業者は，検査の結果，改善を必要とする箇所があるときは，管理者の指 

定する期間内に改善の工事をし，再検査を受けなければならない。 

    なお，改善工事に係る費用は施工した指定業者の負担とする。 

 

（２）現場完成検査の主な項目 

  ① 公共汚水桝の接続は，管底接続になっていること。 

  ②  起点桝の管の土かぶりが３０㎝以上あること。 

  ③ 桝間距離が管径の１２０倍以内（φ１００なら１２ｍ）であること。 

④ 掘削箇所の埋戻し状況を確認する。  

⑤ 台所，洗面所，湯殿，水洗便所等より排水し，桝の蓋をあけ流出状況を確認 

する｡ 

  ⑥ 居住者が不在の場合は，桝の蓋を閉じた響き音などを利用して公共汚水桝に 

   接続されていることを確認する。 

⑦ 大便器等を操作し設置状況や規格の確認を行う。なお，貸付資金工事の場合 

は，クロスやクッションフロアーなどの改修工事も確認する。 

  ⑧ トラップ桝が設置されている場合，通気口を設けるなど二重トラップにしな 

いこと。 
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  ⑨ ルーフドレンの排水については，桝の蓋を閉じた響き音などを利用して公共 

汚水桝に接続されていないことを確認する。 

⑩ 完成検査後，指定業者の名前が記入されている「水洗便所の正しい使い方」 

   のパンフレットを使用者に渡し，水洗済シールを申請者の承諾を得て貼り付け 

   ること。 

  ⑪ 水洗済シールは，１棟１枚を原則とし，アパートやマンションのような集合 

   住宅は，建物の入口の目立つ場所に１枚貼ること。ただし，建物所有者が異な 

る場合は，別々にシールを貼ること。 
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７．温泉排水設備工事の取扱 

 

（１）目的 

   温泉水の排除を適正に行うことを目的とする。 
 

（２）排水設備の設置方法等 

  ① 分流区域において温泉を利用する事業場を新規に開設し，または増設，改築

する場合は，放流先の関係機関（河川管理者等）の同意を得た上で，排水設備

設置義務免除の許可（※１）を受けた温泉の浴槽排水（※２）および浴槽オー

バーフロー水を雨水として公共下水道（雨水管）に接続することを認める。こ

のとき，許可の条件となる水質は終末処理場の放流水と同等以上とする。 

また，洗い場排水は汚水として公共下水道（汚水管）に接続する排水設備を

設置する。 

  ② 合流区域の温泉排水は，原則として公共下水道（合流管）に排除するものと 

   するが，海岸，河川に隣接する場合は，放流先の関係機関（河川管理者等）の

同意を得た上で，排水設備設置義務免除の許可（※１）を受けた温泉の浴槽排

水（※２）および浴槽オーバーフロー水を雨水として公共用水域に排出するこ

とを認める。このとき，許可の条件となる水質は終末処理場の放流水と同等以

上とする。 

③ 公共用水域に排出する場合は，ヘア阻集器等により毛髪を除去する施設を設 

置すること。   

④ 温泉水は，排出量，温泉の泉質に違いがあるため，下水処理施設の流入水質， 

水量，処理能力，流出先等について上下水道部業務課水質指導担当と事前に協

議すること。 
 

（３）温泉浴場の排水設備設置図例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※１ 詳細は，第４部「１．函館市排水設備設置義務免除許可事務取扱要綱」を参照。 

※２ 浴槽底部の沈殿物を含む下水は，水中ポンプ等により公共下水道に排除すること。 
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種 別 

区 分 

（５）道路占用許可申請 

  ① 申請時期と提出手続き 

   ア 道路占用許可申請書は申請者が作成し，工事開始時期に間に合うよう，事 

    前に道路管理者に提出する。 

   イ 道路使用許可申請書は施工者が作成し，所轄警察署へ提出する。 

   ウ 提出から許可までの日数については，おおむね次のとおりである。 

     市道 １４日     国道 １４日 

     道道 ３０日     警察  ５日 

  ② その他 

    工事の着工は，道路管理者の許可を受けた後，施工すること。 

    また，工事の施工期間中は歩行者および車輌の通行に支障がないよう十分な 

   措置を講ずること。 

  ③ 提出図書および部数 
 

 
道 路 占 用 道路使用 

国 道 道 道 
市 道 

警 察 
新 設 廃 止 

申請書 
１部 

(3枚複写) 

１部 
(4枚) 

１部 
(5枚複写) 

１部 
(5枚複写) 

１部 
(2 枚) 

道路占用変更許可内訳書 － ４部 － － － 

位置図(住宅地図) ３部 ４部 ３部 ３部 ２部 

位置図(1/50,000) ３部 ４部 － － － 

位置図 

(道路台帳図 1/500) 
３部 ４部 － － － 

保安施設様式図 ３部 ４部 ２部 ２部 １部 

仕様書 ３部 ４部 ３部 ３部 ２部 

断面図・平面図・復旧図 

(1/50～1/100) 
３部 ４部 ３部 ３部 ２部 

理由書(3 年規制道路掘削) － － ２部 ２部 － 

理由書(廃止管) － － － ２部 － 

占用工事着手・竣工届 １部 １部 １部 １部 － 
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④ 工事関係諸官公庁 
 

所 管 事 項 所 管 官 公 署 等 電 話 

道路占用許可  国道 函館開発建設部 函館道路事務所管理係  ㈹４９－２６３１ 

道路占用許可  道道 函館建設管理部 事業室事業課施設保全室  ㈹４５－６５００ 

道路占用許可  市道 

函館市土木部   管理課占用担当 

函館市戸井支所  産業建設課 

函館市恵山支所  産業建設課 

函館市椴法華支所 産業建設課 

函館市南茅部支所 産業建設課 

 ㈹２１－３４１０ 

８２－２１１５ 

㈹８５－２３３１ 

㈹８６－２１１１ 

㈹２５－５１１１ 

道路使用許可 全路線 
函館中央警察署 交通課道路使用係  ㈹５４－０１１０ 

函館西警察署  交通課企画規制係  ㈹４２－０１１０ 

上水道 維持担当 
函館市企業局 上下水道部管路整備室水道 

             管路等維持担当 
㈹２７－８７５３ 

下水道 維持担当 
函館市企業局 上下水道部管路整備室下水道 

               管渠維持担当 
㈹２７－８７５１ 

都市ガス 
立会依頼 

北海道ガス(株) 函館支社 供給グループ  ㈹４１－３１７５ 
切損事故補修 

 電気 

  地下ケーブル立会 

北海道電力(株) 函館支店 

         営業部配電グループ 

         函館電力所送電グループ 

          （特別高圧ケーブル） 

 ㈹２２－４１１１ 

   ４３－６４１１ 

 電話 

  地下ケーブル立会 

(株)ＮＴＴ－ＭＥ北海道 函館支店 

        アクセスサービスセンター 
４５－５５５１ 

 消防関係 

建物消火設備 

団地内消火栓 

函館市消防本部 

              予 防 課 

              警 防 課 

 

  ２２－２１４４ 

  ２２－２１４６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－７６-２－ 



第４部 その他 

 １．函館市排水設備設置義務免除許可事務取扱要綱         ７９－ ４ 

２．函館市キッチン生ごみ処理システム計画確認等事務取扱要綱   ７９－１５ 

３．指定排水設備工事業者の違反行為に係る事務処理        ７９－２１ 

 （１）函館市企業局指定排水設備工事業者の違反行為に係る事務処理要綱  ７９－２１ 

（２）函館市企業局指定排水設備工事業者の違反行為に係る事務処理フロー  ７９－２４ 

（３）函館市企業局指定排水設備工事業者の違反行為に係る措置基準  ７９－２５ 

（４）違反行為に係る事務処理要綱に定める様式（別紙）      ７９－２９ 
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１.函館市排水設備設置義務免除許可事務

取扱要綱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１．函館市排水設備設置義務免除許可事務取扱要綱 

    （目的） 

第１条 この要綱は，下水道法（昭和３３年法律第７９号。以下「法」  

という。）第１０条第１項ただし書の規定に基づく排水設備の設置義 

務を免除する許可に関し必要な事項を定め，下水道事業における適正 

な業務の執行を図ることを目的とする。 

    （用語の定義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ 

    当該各号に定めるところによる。 

 (1) 下水 法第２条第１号に規定する下水をいう。 

 (2) 汚水 法第２条第１号に規定する汚水をいう。 

 (3) 公共下水道 法第２条第３号に規定する公共下水道をいう。 

    (4) 流域下水道 法第２条第４号に規定する流域下水道をいう。 

 (5) 終末処理場 法第２条第６号に規定する終末処理場をいう。 

 (6) 排水区域 法第２条第７号に規定する排水区域をいう。 

 (7) 公共用水域 水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１３８号）第２ 

  条第１項に規定する公共用水域をいう。 

 (8) 温泉 温泉法（昭和２３年法律第１２５号）第２条第１項に規定 

  する温泉をいう。 

（許可） 

    第３条 法第１０条第１項ただし書の許可(以下単に「許可」という。) 

は，工場または事業場における１施設の１排出口ごとに行うものとす 

る。 

２ 前項の排出口については，２以上の施設の排出口が接続した排水管 

 または排水渠
きょ

が設けられている場合においては，２以上の施設のそれ 

 ぞれの排出口から当該２以上の施設の排出口が接続した排水管または 

 排水渠
きょ

に排出される下水が，互いに次条第２項第１号アからウまでに 

 掲げる区分による同一の区分に属する下水であるときは，当該２以上 

 の施設の排出口が接続した排水管または排水渠
きょ

に異なる区分に属する 

 下水が合流していない場合に限り，当該２以上の施設の排出口を１つ 

の排出口とみなすことができる。 

３ 公営企業管理者（以下「管理者」という。）は，許可をする場合に 

 おいては，法第３３条の規定に基づき，次に掲げる条件を付するもの 

 とする。 

    (1) 許可に係る排出口以外から公共用水域に下水を排除しないこと。 

 (2) 第７条第１項，第８条および第９条の規定を遵守すること。   
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 (3) 許可を受けた者（以下「許可済者」という。）が当該許可に係る 

  下水（以下「許可下水」という。）を公共用水域に排除しなくなっ 

  たときは，当該許可下水に係る許可は，その効力を失うものである 

  こと。 

    (4) 管理者が許可に係る事務の適正な執行を図るため，許可済者に対 

  し，許可下水の水質および工場または事業場における施設の維持管 

  理状況について報告を求めたときは，これに応じること。 

 (5) 管理者が許可に係る事務の適正な執行を図るため，その職員に検 

  査を行う職員としての身分を示す証明書を携帯させ，関係者の請求 

  があったときはこれを提示させることとし，許可済者の工場または 

  事業場に立ち入り，許可下水その他の物件を検査させることを求め 

  たときは，これに応じること。 

 (6) その他管理者が許可に係る事務を行うため必要と認める条件 

    （許可の申請） 

第４条 許可を受けようとする者は，次の各号に掲げる事項を記載した 

 申請書を管理者に提出しなければならない。 

 (1) 氏名および住所（法人にあっては，名称，代表者の氏名および主 

     たる事務所の所在地）ならびに電話番号 

    (2) 工場または事業場の名称および所在地 

 (3) 排水設備を設置しないで公共用水域に下水を排除する排出口の位 

  置 

 (4) 排水設備を設置しないで排除する下水の種類 

 (5) 排水設備を設置しないで下水を排除する公共用水域の名称 

 (6) 排水設備を設置しないで公共用水域に排除する下水の水量および 

排水設備を設置して公共下水道（終末処理場を設置しているものま 

たは終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限 

る。）に排除する下水の水量 

    (7) 排水設備を設置しないで公共用水域に下水の排除を開始する予定 

  年月日 

 (8)  排水設備を設置しないで公共用水域に排除する下水の水質測定の 

  結果または当該下水の予定水質（前号に規定する日前に水質測定を 

  行うことができない場合に限る。） 

２ 前項第８号の水質測定については，次の各号に定めるところによら 

 なければならない。 

    (1) 水質の測定は，次に掲げる下水の区分に応じ，別表に定める測定 

  しなければならない項目について，同表に定める検定方法により行 
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  わなければならない。 

     ア 冷却用水またはこれに類する水道水，河川の水，湖沼の水，地 

   下水，雨水等の淡水に近い下水 

     イ 温泉，海水またはこれらに類する淡水以外の天然水に近い下水 

  ウ アおよびイに掲げる下水以外の下水 

 (2) 前号の測定は，申請の日前２箇月の間において，測定日および測 

  定時刻の間隔がそれぞれおおむね均等になるように，全日操業をし 

  ている場合にあっては１箇月につき１日当たり９回以上を１日以上 

  の日において，全日操業している場合以外の場合にあっては１箇月 

  につき１日当たり操業時間内に３回以上（このうち３回は，操業開 

  始直後および操業終了直前の時点ならびに操業開始から操業終了ま 

  での間のほぼ中間的な時点とする。）を２日以上の日において行う 

  こと。 

 (3) 前号の規定による測定の回数および時期については，管理者が下 

  水を排除する工場または事業場の操業の態様からみて前号の規定に 

  よる測定の回数および時期による必要がないと認めるときは，管理 

  者が別に定める回数および時期によることができる。 

 (4) 第１号の測定のための試料は，次号に規定する場合を除くほか， 

  公共用水域（２以上の施設の排出口が接続した排水管または排水渠
きょ

 

が設けられている場合にあっては，当該排水管または排水渠
きょ

。以下 

  この号において同じ。）への排出口ごとに，公共用水域に流入する 

  直前で，公共用水域による影響の及ばない地点で，水深の中層部か 

  ら採取すること。 

 (5) ２以上の施設の排出口が接続した排水管または排水渠
きょ

が設けられ 

  ている場合において，２以上の施設のそれぞれの排出口から当該２ 

  以上の施設の排出口が接続した排水管または排水渠
きょ

に排出される下 

  水が，互いに第１号アからウまでに掲げる区分による同一の区分に 

  属する下水であるときの試料の採取は，前号の規定にかかわらず， 

  当該２以上の施設の排出口が接続した排水管または排水渠
きょ

から公共 

  用水域（公共用水域に至るまでの間に当該排水管または排水渠
きょ

の下 

  水を異なる区分の下水と合流させるために当該排水管または排水渠
きょ

 

  が更に接続した排水管または排水渠
きょ

が設けられている場合にあって 

  は，当該更に接続した排水管または排水渠
きょ

。以下この号において同 

  じ。）への排出口ごとに，当該２以上の施設の排出口が接続した排 

  水管または排水渠
きょ

から公共用水域に流入する直前で，公共用水域に 

  よる影響の及ばない地点で，水深の中層部から採取して行うことが 
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  できる。 

３ 第１項の申請書は，別記第１号様式によらなければならない。 

     （許可の基準） 

第５条 管理者は，前条の申請が次の各号に適合していると認めるとき 

 でなければ，許可をしてはならない。 

 (1) 下水の水質（前条第１項第８号に規定する予定水質を含む。）が 

  前条第２項第１号ア，イまたはウに掲げる下水の区分に応じ，それ 

  ぞれ別表に定める測定しなければならない項目について同表に定め 

  る基準値を満たすものであり，かつ，その水質が将来にわたって確 

  保できる保証が得られること。 

  (2) 排水設備を設置しないで公共用水域に直接下水を排除することが 

  合理的であること。 

    (3) 排除しようとする下水がし尿に関するものでないこと。 

（許可証の交付） 

第６条 管理者は，第４条の申請があった場合において，許可をするこ 

とと決定したときは，別記第２号様式の許可証を当該申請をした者に 

  交付するものとする。 

     （変更の許可） 

第７条 許可済者は，許可に係る排水設備を設置しないで下水を排除す 

  る公共用水域または第４条第１項第６号に掲げる事項を変更しようと 

 するときは，別記第３号様式の申請書により管理者に申請し，その許 

 可を受けなければならない。 

２ 第５条の規定は，前項の許可に準用する。 

     （氏名等の変更の届出） 

第８条 許可済者は，第４条第１項第１号に掲げる事項または同項第２ 

 号に掲げる事項（工場または事業場の名称に限る。）に変更があった 

 ときは，遅滞なく，別記第４号様式の届出書により管理者に届け出な 

 ければならない。 

     （廃止の届出） 

第９条 許可済者は，許可下水を公共用水域に排除しなくなったときは， 

 遅滞なく，別記第５号様式の届出書により管理者に届け出なければな 

 らない。 

     （許可の取消し等） 

第10条  管理者は，許可済者が，許可に付した条件に違反したとき，ま 

   たは偽りその他不正な手段により許可を受けたときは，法第３８条の 

規定に基づき，許可を取り消し，もしくはその条件を変更し，または 
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行為の中止，変更その他の必要な措置を命ずるものとする。 

      （関係機関との調整） 

第11条 管理者は，許可をしようとするときは，関係機関と密接な調整 

   を行わなければならない。 

   附 則 

 この要綱は，平成１１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成１２年５月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成１４年１月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成１８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成１８年１２月１１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成２３年１１月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成２４年１月６日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成２４年５月２５日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成２６年１２月１日から施行する。 
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別表（第４条，第５条関係）

基 準 値
項 目 検 定 方 法

函 館 湾 処 理 区 域 南 処 理 区 域
下水の水質の検定方法等に関する省令（

厚生省
水 素 イ オ ン 濃 度 （ ｐ Ｈ ） 水素指数 以上 以下 水素指数 以上 以下 昭和 年 令第 号。以下「省令」１ ５．８ ８．６ ５．８ ８．６ ３７ １建設省

という。）第 条第 号に規定する方法８ １
生物化学 的 酸素要求量（ＢＯＤ） 以下 以下 省令第 条第 号に規定する方法２ １５ １５ ８ ２
浮 遊 物 質 量 （ Ｓ Ｓ ） 以下 以下 省令第 条第 号に規定する方法３ ４０ ４０ ８ ３
大 腸 菌 群 数 個／ｃｍ 以下 個／ｃｍ 以下 省令第 条に規定する方法４ ３，０００ ３，０００ ６３ ３

カ ド ミ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 以下 以下 省令第 条第 号に規定する方法５ ０．０１ ０．０３ ８ ９
シ ア ン 化 合 物 検出されないこと。 以下 省令第 条第 号に規定する方法６ １ ８ １０

有 機 燐 化 合 物 検出されないこと。 以下 省令第 条第 号に規定する方法７ １ ８ １１
りん

鉛 及 び そ の 化 合 物 以下 以下 省令第 条第 号に規定する方法８ ０．１ ０．１ ８ １２
価 ク ロ ム 化 合 物 以下 以下 省令第 条第 号に規定する方法９ 六 ０．０５ ０．５ ８ １３

砒 素 及 び そ の 化 合 物 以下 以下 省令第 条第 号に規定する方法１０ ０．０５ ０．１ ８ １４
ひ

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 以下 以下 省令第 条第 号に規定する方法１１ ０．０００５ ０．００５ ８ １５
ア ル キ ル 水 銀 化 合 物 検出されないこと。 検出されないこと。 省令第 条第 号に規定する方法１２ ８ １６
ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 以下 以下 省令第 条第 号に規定する方法１３ ０．００３ ０．００３ ８ １７
ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 以下 以下 省令第 条第 号に規定する方法１４ ０．３ ０．３ ８ １８
テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン 以下 以下 省令第 条第 号に規定する方法１５ ０．１ ０．１ ８ １９
ジ ク ロ ロ メ タ ン 以下 以下 省令第 条第 号に規定する方法１６ ０．２ ０．２ ８ ２０
四 塩 化 炭 素 以下 以下 省令第 条第 号に規定する方法１７ ０．０２ ０．０２ ８ ２１

， － ジ ク ロ ロ エ タ ン 以下 以下 省令第 条第 号に規定する方法１８ １ ２ ０．０４ ０．０４ ８ ２２
， － ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 以下 以下 省令第 条第 号に規定する方法１９ １ １ １ １ ８ ２３

シス－ ， －ジクロロエチレン 以下 以下 省令第 条第 号に規定する方法２０ １ ２ ０．４ ０．４ ８ ２４
， ， － ト リ ク ロ ロ エ タ ン 以下 以下 省令第 条第 号に規定する方法２１ １ １ １ ３ ３ ８ ２５
， ， － ト リ ク ロ ロ エ タ ン 以下 以下 省令第 条第 号に規定する方法２２ １ １ ２ ０．０６ ０．０６ ８ ２６
， － ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン 以下 以下 省令第 条第 号に規定する方法２３ １ ３ ０．０２ ０．０２ ８ ２７

チ ウ ラ ム 以下 以下 省令第 条第 号に規定する方法２４ ０．０６ ０．０６ ８ ２８
シ マ ジ ン 以下 以下 省令第 条第 号に規定する方法２５ ０．０３ ０．０３ ８ ２９
チ オ ベ ン カ ル ブ 以下 以下 省令第 条第 号に規定する方法２６ ０．２ ０．２ ８ ３０
ベ ン ゼ ン 以下 以下 省令第 条第 号に規定する方法２７ ０．１ ０．１ ８ ３１
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 以下 以下 省令第 条第 号に規定する方法２８ ０．１ ０．１ ８ ３２
ほ う 素 及 び そ の 化 合 物 （海域以外 ）以下 （海域以外 ）以下 省令第 条第 号に規定する方法２９ ２３０ １０ ２３０ １０ ８ ３３
ふ っ 素 及 び そ の 化 合 物 （海域以外 ）以下 （海域以外 ）以下 省令第 条第 号に規定する方法３０ １５ ８ １５ ８ ８ ３４

， － ジ オ キ サ ン 以下 以下 省令第 条第 号に規定する方法３１ １ ４ ０．５ ０．５ ８ ３５
フ ェ ノ － ル 類 以下 以下 省令第 条第 号に規定する方法３２ ５ ５ ８ ３６
銅 及 び そ の 化 合 物 以下 以下 省令第 条第 号に規定する方法３３ ３ ３ ８ ３７
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 以下 以下 省令第 条第 号に規定する方法３４ ２ ２ ８ ３８
鉄 及 び そ の 化 合 物 （ 溶 解 性 ） 以下 以下 省令第 条第 号に規定する方法３５ １０ １０ ８ ３９
マンガン及びその化合物（溶解性） 以下 以下 省令第 条第 号に規定する方法３６ １０ １０ ８ ４０
ク ロ ム 及 び そ の 化 合 物 以下 以下 省令第 条第 号に規定する方法３７ ２ ２ ８ ４１
ダ イ オ キ シ ン 類 ｐｇ／Ｌ以下 ｐｇ／Ｌ以下 省令第 条第 号に規定する方法３８ １０ １０ ８ ４２

排水基準を定める省令の規定に基づく環
境大臣が定める排水基準に係る検定方法（

化 学 的 酸 素 要 求 量 （ Ｃ Ｏ Ｄ ） (日間平均値 )以下 (日間平均値 )以下３９ １６０ １２０ １６０ １２０
昭和 年環境庁告示第 号。以下「検４９ ６４
定方法」という。）第 号に規定する方法３1

以下（アンモニア性窒素に 以下（アンモニア性窒素に１００ １００
アンモニア，アンモニウム化合物，４０

を乗じたもの，亜硝酸性窒 を乗じたもの，亜硝酸性窒 検定方法第 号に規定する方法０．４ ０．４ ２７
亜 硝 酸 化 合 物 及 び 硝 酸 化 合 物

素及び硝酸性窒素の合計量） 素及び硝酸性窒素の合計量）
ノルマルヘキサン ( ) 鉱 油 類 含 有 量 以下 以下４１ 1 ５ ５

省令第 条第 号に規定する方法８ ６
抽出物質含有量 ( ) 動植物油脂類含有量 以下 以下2 ３０ ３０

窒 素 含 有 量 (日間平均値 )以下 省令第 条第 号に規定する方法４２ １２０ ６０ ８ ７

燐 含 有 量 (日間平均値 )以下 省令第 条第 号に規定する方法４３ １６ ８ ８ ８
りん

備 考
この表に掲げる基準値の単位は，水素イオン濃度（ｐＨ），大腸菌群数およびダイオキシン類以外の項目については，ｍｇ／Lとする。１
「検出されないこと。」とは，検定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において，その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。２
測定しなければならない項目のうち，管理者が下水を排除する工場または事業場の属する業種からみて測定を省略させることができる項目として認める項目があるときは，３

当該項目については，測定を要しない。
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２．函館市キッチン生ごみ処理システム 

計画確認等事務取扱要綱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．函館市キッチン生ごみ処理システム計画確認等事務取扱要綱   

       （目的）                                                       

第１条  この要綱は，建築基準法の一部を改正する法律（平成１０年法 

    律第１００号）第３条の規定による改正前の建築基準法（昭和２５年 

     法律第２０１号。次条において「改正前の建築基準法」という。）第 

     ３８条の規定に基づき建設大臣が配管設備として認定したキッチン生 

     ごみ処理システムに係る函館市下水道条例（昭和４９年函館市条例第 

     ５号。以下「条例」という。）第３条の確認等の事務について必要な 

     事項を定め，公共下水道事業における適正な業務の執行を図ることを 

     目的とする。                          

       （用語の定義）                         

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ 

 当該各号に定めるところによる。                                 

       (1) キッチン生ごみ処理システム ディスポーザー（生ごみを破砕す 

        る装置をいう。以下この号において同じ。），これに接続し生ごみ 

     を分解処理するために設けられる反応槽およびこれに接続して処理 

  水を公共下水道に排除するために設けられる設備ならびにこれらの 

  設備を補完するために設けられる設備の総体（ディスポーザーの単 

  体を設置し，破砕した生ごみを公共下水道に直接排除する設備であ 

  るものを除く。）であって，建設大臣が改正前の建築基準法第３８ 

  条の規定に基づき認定した配管設備をいう。           

 (2) 使用者 キッチン生ごみ処理システム（以下｢システム｣という｡） 

  の維持管理について最終的な責任を負う者をいう。        

    (3) メーカー 改正前の建築基準法第３８条の規定に基づき建設大臣 

  が認定したシステムの製造および販売等を行う者をいう。     

    （申請書の添付書類）                      

第３条 システムの設置または変更の計画について条例第３条の確認の 

 申請をしようとする者（第６条において「申請者」という。）は，函 

 館市下水道条例施行規程（平成６年函館市水道局規程第１５号）第２ 

 条第１項に規定する申請書に，次に掲げる書類を添付して，公営企業 
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管理者（以下「管理者」という。）に提出しなければならない。   

  (1) システムの認定書の写し                   

    (2) システムの仕様書                      

    (3) システムの設置図                      

    (4) システムの維持管理計画表（別記第１号様式）         

    (5) 維持管理業務委託契約書の写しまたは維持管理業務委託契約確約 

     書（別記第２号様式）                     

  (6) 使用者承継確約書（別記第３号様式）             

 (7) その他管理者がシステムの設置または変更の計画の確認に係る事 

   務を行うために必要と認める書類                

    （維持管理に関する指導）                    

第４条 管理者は，システムの適切な維持管理を確保するため，使用者 

  に対し，次に掲げる事項を遵守するよう指導するものとする。    

    (1) 当該システムの所定の性能を保持するよう維持管理に努めること。 

    (2) 維持管理計画表に基づく点検を維持管理委託契約を締結した専門 

  の維持管理業者に行わせることとし，当該点検の実施記録等維持管 

  理に関する資料を３年間保存すること。             

    (3) 管理者が維持管理状況について報告を求めたときは，これに応じ 

  ること。                           

    (4) その他管理者の維持管理に関する指導に協力すること。     

     （措置命令）                                            

第５条  管理者は，使用者が条例第５条の２各号に定める基準に適合し 

 ない下水（水洗便所から排除される汚水を除く。）もしくは条例第５ 

  条の３第１項各号に定める基準に適合しない下水（水洗便所から排除 

 される汚水および下水道法（昭和３３年法律第７９号。以下この条に 

 おいて「法」という。）第１２条の２第１項または第５項の規定によ 

 り処理区域内の公共下水道に排除してはならないこととされる下水を 

 除く。）を公共下水道に排除したとき，または公共下水道の管理上必 

 要があると認めたときは，法第３８条の規定に基づき，当該使用者に 

 対し，行為の中止，変更その他の必要な措置を講ずるよう命ずるもの 
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とする。                             

    （メーカーに対する指導）                     

第６条 管理者は，必要があると認める場合には，メーカーに対し，次 

 に掲げる事項を遵守するよう指導するものとする。         

   (1) システムの販売に当たり，申請者に対し，当該システムの維持管 

    理については，専門の維持管理業者との維持管理業務委託契約の締 

    結が必要であることおよび管理者の行う維持管理に関する指導に協 

    力することが必要であることを説明し，その理解を得るよう努める 

    こと。                            

    （関係機関との連携）                      

第７条 管理者は，函館市下水道条例施行規程第２条第２項の規定によ 

   る審査に当たっては，関係機関との密接な連携を図るものとする。 

   附 則 

 この要綱は，平成２３年４月１日から施行する。 
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別記第１号様式（第３条関係）                   

維持管理計画表 

                                 

点 検 項 目 点検回数(回／年) 

１ 

配管 系 

 

統 部  

 

生ごみ流入配管部 

  

   ディスポ－ザ－か ら 

   

   反応槽までの配管部分 

 

閉塞状況  

漏洩状況  

損傷状況  

清 掃  

 

処理水放流配管部 

  

   反応槽から公共ます等 

  

   までの配管部分 

閉塞状況  

漏洩状況  

損傷状況  

清 掃  

２ 

反応 槽 

 

部 

防臭装置 
 

 

スカム発生量 
 

 

処 

理 

水 

水 

質 

生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） 
 

 

浮遊物質量（ＳＳ） 
 

 

ノルマルヘキサン抽出物質含有量 
 

 

引抜汚泥量 
 

 

清 掃  

 注 「スカム」とは，水面に発生するもので，油脂，繊維または固  

  形物等が集まったものをいう。                 
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別
記

第
１

号
様

式
（
第

２
条

関
係

）
別

紙
　

１

世
帯

①
提
出
月
日
を
記
入
す
る
こ
と
。

N
S
=
１
/

②
  
  
  
 

⑦

①
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

年
 　

　
　

　
　

　
　

　
月

 　
　

　
　

　
　

　
　

日
③

排
水
設
備
工
事
の
種
別
を
○
で
囲
む
こ
と
。

　
　

函
館

市
公

営
企

業
管

理
者

企
業

局
長

　
様

　

④
  
  
  

氏
  

名
印

⑨

⑧
申

請
者

の
住

所
は

，
申

請
時

に
居

住
し

て
い

る
住

所
と

す
る

。
次

の
と

お
り

排
水

設
備

の
計

画
の

確
認

を
受

け
た

い
の

で
申

請
し

ま
す

。
⑤

  
  
  
 

台
所

　
湯

殿
　
手

洗

水
洗

便
所

　
そ

の
他

新
　

　
設

　
　

　
　

　
増

　
　

設
　

　
　

　
　

改
　

　
築

③
⑥

  
  
  
 

完
成
予
定
日
を
記
入
す
る
こ
と
。

⑩
備

考
⑫

⑦
  
  
  
 

④

番
電

話
　

　
　

　
　

　
　

号
局

　
　

　
 　

　
番

平
成

　
　

　
　

　
　

　
 年

　
　

 　
　

　
　

　
月

 　
　

　
　

　
　

　
日

⑤
⑩

平
成

　
　

　
　

　
 　

　
年

 　
　

　
　

　
　

　
月

 　
　

　
　

　
　

　
日

⑥

⑪
（
注

）

　
他

人
の

土
地

も
し

く
は

家
屋

ま
た

は
他

人
の

設
置

し
た

排
水

設
備

を
使

用
す

る
時

は
，

そ
の

同
意

書
（
た

だ
し

，
所

有
者

の
同

意
を

得
る

こ
と

が
著

し
く
困

難
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

と
き

は
，

管
理

者
が

必
要

と
認

め
る

事
項

を
記

載
し

た
書

面
）
を

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。

（
受

　
付

）
主

　
　

査
主

　
　

査
　

完
成

検
査

の
結

果
、

合
格

と
認

め
ら

れ
る

の
で

排
水

設
備

検
査

済
書

を
交

付
し

た
い

。

（
完

成
検

査
）

（
使

用
料

賦
課

入
力

）
⑫

  
  
  
 

主
　

　
査

受
　

　
付

　
確

認
申

請
を

審
査

の
結

果
，

そ
の

計
画

が
適

正
と

検
　

　
査

主
　

　
査

検
　

　
査

入
　

　
力

認
め

ら
れ

る
の

で
確

認
通

知
書

を
交

付
し

た
い

。

貸
付
資
金
利
用
時
の
み
見
積
額
を
記
入
す
る

こ
と
。

他
人
の
土
地
も
し
く
は
家
屋
ま
た
は
他
人
の

設
置
し
た
排
水
設
備
を
使
用
す
る
時
は
，
こ

の
欄
に
記
入
押
印
す
る
こ
と
。
た
だ
し
，
所

有
者
の
同
意
を
得
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
時
は
，
管
理
者
が
必
要

と
認
め
る
事
項
を
記
入
し
た
書
面
を
添
付
す

る
こ
と
。

⑪

(水
質

指
導

)

主
　

　
査

主
　

　
査

土 　 地

　
　

私
 の

 所
 有

 す
 る

 物
 件

 に
 申

 請
 者

 が
 排

 水
 設

 備
 工

事
 を

 施
 行

ま
 た

 は
 接

 続
 す

 る
 こ

 と
 に

 同
 意

 し
 ま

 す
 。

無
落
雪
住
宅
の
場
合
は
，
備
考
欄
に
無
落
雪

と
記
入
す
る
こ
と
。

課
　

　
長

主
　

　
査

審
　

　
査

課
　

　
長

審
　

　
査

主
　

　
査

担
　

　
当

課
　

　
長

印

工
事

施
行

業
者

住
　

　
　

　
　

所
（
所

在
地

）

氏
名

住
所

排 　 水 　 設 　 備

氏
名

印

利
　

害
　

関
　

係
　

人
　

の
　

同
　

意
　

書

印
氏

名

建 　 物

住
所

印

住
所

住
所

氏
名

排
　

水
　

設
　

備
の

　
使

　
用

　
者

住
　

　
　

　
　

所
（
所

在
地

）

氏
　

　
　

　
　

名
（
　

名
称

　
）

工
　

　
　

　
　

　
　

事
精

　
　

算
　

　
額

申
請

者
住

  
所

工
　

　
事

　
　

の
　

　
　

種
　

　
別

　
函

館
市

　
　

　
　

町
　

　
　

丁
目

（
番

地
）

番

排
水

設
備

計
画

確
認

申
請

書
排

水
設

備
確

認
申

請
書

は
丁

寧
に

記
入

し
，

折
り

曲
げ

た
り

し
な

い
こ

と
。

（
申

請
書

お
よ

び
完

成
書

類
（
工

事
設

計
書

，
図

面
，

検
査

表
）
は

排
水

台
帳

と
し

て
保

管
さ

れ
ま

す
。

）

平
成

　
　

　
　

年
　

　
　

　
月

　
　

　
　

日

住
所

は
実

際
に

使
用

す
る

者
の

住
所

，
氏

名
は

実
際

に
使

用
す

る
者

の
氏

名
ま

た
は

名
称

（
○

○
ア

パ
ー

ト
，

○
○

（
株

）
等

）
を

記
入

す
る

。

排
 水

 設
 備

 計
 画

 確
 認

 申
 請

 書

　
　

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
）

基

水
道

使
用

，
井

戸
水

使
用

，
水

道
・
井

戸
水

併
用

　
  

自
 　

家
・
貸

 　
家

・
宿

　
 舎

浄
化

槽
切

替

附
近

見
取

図
貸

付
資

金

適
切
な
箇
所
を
○
で
囲
む
こ
と
。

世
帯
数
，
基
数
は
必
ず
記
入
す
る
こ
と
。

工
事

着
手

予
定

日
は

，
①

の
日

付
以

降
と

す
る

こ
と

。

記
入
し
な
い
こ
と
。

⑧
  
  
  
 

　
　

ア
パ

ー
ト
・
官

公
庁

（
　

　
　

　
）

排
水
設
備
の
工
事
箇
所
を
○
で
囲
む
こ
と
。

（
施
行
箇
所
）

工
　

　
　

　
　

　
　

事
見

　
　

積
　

　
額

区 　 　 　 　 　 　 分

住
宅
地
図
を
使
用
す
る
こ
と
。

施
行
場
所
に
印
を
つ
け
る
こ
と
。

⑨
  
  
  
 

平
成

　
　

　
　

年
　

　
　

　
月

　
　

　
　

日

確
　

　
　

　
　

　
　

認
年

　
　

月
　

　
日

地
図

貼
付

自
己

資
金

水
洗

工
事

処
　

　
　

理
　

　
　

区
第

　
　

　
　

　
　

　
　

次

号

　
函

館
市

 　
 　

　
 町

　
　

　
丁

目

雑
排

水
工

事

②
検

　
　

　
　

　
　

　
査

年
　

　
月

　
　

日

号
　

　

（
確

　
認

）

氏
　

　
　

　
　

名
（
　

名
称

　
）

平
成

　
　

　
　

年
　

　
　

　
月

　
　

　
　

日

　
函

館
市

　
　

　
　

町
　

　
　

丁
目

（
番

地
）

工
事

着
手

予
定

年
月

日

工
事

完
成

予
定

年
月

日

工
　

事
　

の
　

施
　

行
　

場
　

所
（
番

地
）

番

完
　

　
　

　
 　

　
　

成
年

　
　

月
　

　
日

合
流

・
分

流

分
流

改
造

※
貸

付
資

金
利

用
時

の
み

記
載

円

※
貸

付
資

金
利

用
時

の
み

記
載

円
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②
排

水
設

備
工

事
材

料
表

（
設

計
・
使

用
）

年
　

　
　

月
　

　
　

日

施
行

場
所

使
用

者
氏

名
ま

た
は

名
称

①
確

認
申

請
書

の
提

出
時

は
（
設

計
）
を

，
完

成
時

は
（
使

用
）
を

○
で

囲
む

。
申

請
者

住
所

申
請

者
氏

名

③
種

  
  

別
形

状
寸

法
数

量
単

位
種

  
  

別
形

 状
 寸

 法
数

量
単

位
②

確
認

申
請

書
の

申
請

時
は

提
出

月
日

を
，

完
成

時
は

完
成

月
日

を
記

入
す

る
こ

と
。

便
器

組
加

温
管

本

保
温

筒
ｍ

鋼
管

ｍ
③

新
築

工
事

等
の

場
合

，
給

水
装

置
工

事
申

込
書

で
内

容
が

わ
か

る
場

合
は

記
入

し
な

く
て

も
よ

い
。

ポ
リ

管
ｍ

塩
ビ

管
ｍ

継
手

類
式

防
蝕

テ
ー

プ
個

④
代

表
者

印
，

責
任

技
術

者
印

を
押

す
こ

と
。

水
抜

栓
組

電
動

水
抜

栓
組

継
手

類
式

雑
材

料
式

丸
形

汚
水

桝
組

ト
ラ

ッ
プ

組

防
臭

蓋
組

便
槽

処
理

ヶ
所

住
所

施
行

業
者

事
業

所
名

代
表

者
氏

名
印

電
  

  
 話

責
任

技
術

者
印

  
 

④

別
紙

　
２

排
水

設
備

工
事

材
料

表
（
自

己
資

金
工

事
）

①

函
館

市
  

  
  

  
  

　
町

　
  

丁
目

  
 　

番
　

  
 号

函
館

市
  

  
  

  
  

　
町

　
  

丁
目

  
 　

番
　

  
 号

衛
  

生
 ・

 排
  

水
  

工
  

事
給

 水
 工

 事

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－８２－ 



受
付
番
号

函館市公営企業管理者

企業局長 印

　次のとおり排水設備の計画を確認したので通知します。

　函館市　　　　　　　町　　　丁目
（番地）

番
号

住 所
（ 所 在 地 ）

　函館市　　　　　　　町　　　　丁目
（番地）

番
号

氏 名
（ 名 称 ）

　函館市　　　　　　　町　　　　丁目
（番地）

番
号

氏 名
（ 名 称 ）

新　設　　　　増　設　　　　改　築工 事 の 種 別

住 所
（ 所 在 地 ）

工 事 完 成 予 定 年 月 日 　　　　　　　　　　　年　　　　　　　　　月　　　　　　　　　日

工 事 の 施 行 場 所

排 水 設 備
の 使 用 者

工 事 施 行
業 者

工 事 着 手 予 定 年 月 日 　　　　　　　　　　　年　　　　　　　　　月　　　　　　　　　日

台所　湯殿　手洗
水洗便所　その他

別記第２号様式（第２条関係） 別紙５

排水設備計画確認通知書

　　　年　　　月　　　日

様

電話

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－８５－ 



　
　

　
　

　
　

年
　

　
　

　
月

　
　

　
　

日

函
館

市
公

営
企

業
管

理
者

企
業

局
長

　
様

住
所

申
請

者

氏
名

印

年
　

　
　

　
月

　
　

　
　

日
生

電
話

　
　

　
　

　
　

局
　

　
　

　
　

　
　

　
　

番

電
話

大 昭 平

⑥

電
話

工
事

見
積

額 住
所

氏
名

印

備
考

　
１
　

印
鑑

は
，

印
鑑

登
録

を
し

て
い

る
も

の
を

使
用

す
る

こ
と

。

　
２
　

申
請

者
の

収
入

を
証

明
で

き
る

書
類

を
添

付
す

る
こ

と
。

　
３
　

こ
の

申
請

書
は

、
排

水
設

備
計

画
確

認
申

請
書

を
提

出
す

る
際

に
併

せ
て

　
　

　
提

出
す

る
こ

と
。

　
（
例

）
　

申
請

者
と

の
続

柄
：
長

男
⑧

別
紙

　
６

⑦①

給
与

そ
の

他

円 円

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
（
番

地
）

函
館

市
　

　
　

　
　

　
　

　
町

　
　

　
　

　
　

丁
目

　
　

　
　

　
　

番
　

　
　

　
　

　
号

　
　

　
　

　
局

　
　

　
 　

　
　

番

印

円
円

住
所

（
所

在
地

）

氏
名

職
業

ま
た

は
勤

務
先

工
事

の
施

行
場

所

工
事

施
行

業
者

記
入

し
な

い
こ

と
。

申 請 者

職
業

ま
た

は
勤

務
先

　
勤

務
先

は
,詳

細
に

記
入

し
て

く
だ

さ
い

年 間 収 入 額 等

⑦ ⑧
こ

の
空

欄
に

保
証

人
の

申
請

者
と

の
続

柄
を

記
入

す
る

こ
と

。

生
年

月
日

自
己

所
有

　
　

　
　

貸
　

　
家

借
　

　
家

　
　

　
　

　
ア

パ
ー

ト

連 帯 保 証 人

排
水

設
備

を
設

置

貸
付

申
請

額

年
月

日

　
　

　
　

　
局

　
　

 　
　

　
　

番
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

（
番

地
）

函
館

市
　

　
　

　
町

　
　

　
　

丁
目

　
　

　
　

番
　

　
　

　
号

申
請

者
が

住
所

建
物

所
有

者

氏
名

（
名

称
）

す
る

こ
と

に
同

意
し

ま
す

。

記
事

水
洗

便
所

改
造

等
資

金

排
水

設
備

設
置

資
金

円

④

勤
務

先
の

所
在

地

年
金

円

建
物

所
有

者
の

同
意

申
請

者
と

建
物

所
有

者
が

異
な

る
場

合

円 円

⑤

貸
付

申
請

書

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
（
番

地
）

函
館

市
　

　
　

　
　

町
　

　
　

　
　

丁
目

　
　

　
　

　
番

　
　

　
　

　
号

審
査

済
の

見
積

額

貸
付

予
定

額

事
業

所
得

回

水
洗

便
所

に
改

造

提
出

月
日

を
記

入
す

る
こ

と
。

③
②

保
証

人
氏

名
に

ふ
り

が
な

（
鉛

筆
）
を

記
入

す
る

こ
と

。
印

鑑
登

録
証

明
書

の
印

を
使

用
す

る
こ

と
。

⑥

住
所

は
函

館
市

○
○

町
○

○
番

○
○

号
と

記
入

す
る

こ
と

。

申
請

者
氏

名
に

ふ
り

が
な

（
鉛

筆
）
を

記
入

す
る

こ
と

。

申
請

者
の

印
鑑

登
録

証
明

書
の

印
を

使
用

す
る

こ
と

。
②

③

捨 印

別
記

第
１

号
様

式
（
第

３
条

関
係

）

償
還

希
望

回
数

④ ⑤①

排
水

設
備

設
置

資
金

水
洗

便
所

改
造

等
資

金
次

の
と

お
り

の
貸

付
け

を
受

け
た

い
の

で
申

請
し

ま
す

。
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①
提

出
日

を
記

入
す

る
こ

と
。

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

①

②

函
館

市
公

営
企

業
管

理
者

企
業

局
長

　
様

③

　
　

　
　

　
　

　
　

住
　

　
所

届
　

出
　

者

　
　

　
　

　
　

　
　

氏
　

　
名

印
②

④

　
　

次
の

と
お

り
排

水
設

備
工

事
が

完
成

し
た

の
で

届
け

出
ま

す
。

台
所

　
湯

殿
　

手
洗

水
洗

便
所

　
そ

の
他

住
所

（
所

在
地

）
（番

地
）

番
号

氏
名

（
名

称
）

③

住
所

（
所

在
地

）
（番

地
）

番
号

氏
名

（
名

称
）

電
話

④

別
記

第
３

号
様

式
（第

３
条

関
係

）

工
事

全
て

が
完

了
し

た
日

と
す

る
。

工
事

着
手

年
月

日
平

成
　

　
　

　
　

　
　

　
　

年
　

　
　

　
　

　
　

　
　

月
　

　
　

　
　

　
　

　
　

日

 函
館

市
　

　
　

　
　

　
　

町
　

　
　

　
　

　
　

　
丁

目

 函
館

市
　

　
　

　
　

　
　

町
　

　
　

　
　

　
　

　
丁

目
工

事
施

行
業

者

排
水

設
備

工
事

完
成

届
書

計
画

確
認

年
月

日

別
紙

　
７

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

（番
地

）
函

館
市

　
　

　
　

　
　

町
　

　
　

　
　

丁
目

　
　

　
　

　
番

　
　

　
　

 号

平
成

　
　

　
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
　

　
　

　
　

　
月

　
　

　
　

　
　

　
　

　
日

平
成

　
　

　
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
　

　
　

　
　

　
月

　
　

　
　

　
　

　
　

　
日

貸
付

工
事

の
場

合
は

，
届

出
者

は
申

請
者

と
し

，
 印

鑑
登

録
証

明
書

の
印

を
使

用
す

る
こ

と
。

実
際

に
使

用
す

る
者

の
住

所
, 
氏

名
を

記
入

す
る

こ
と

。
（○

○
ア

パ
ー

ト
, 
○

○
（株

）等
）

工
事

の
施

行
場

所

工
事

完
成

年
月

日

排
水

設
備

の
使

用
者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－８７－ 



①
提

出
日

を
記

入
す

る
こ

と
。

②

　
　

　
　

年
　

　
　

　
月

　
　

　
日

①

　
函

館
市

公
営

企
業

管
理

者
企

業
局

長
　

様
③

排
水

の
種

別
を

記
入

す
る

こ
と

。

住
所

④
居

住
者

の
人

数
を

記
入

す
る

こ
と

。

届
出

者

氏
名

②
⑤

　
　

次
の

と
お

り
公

共
下

水
道

の
使

用
を

開
始

（休
止

・廃
止

・再
開

）し
た

の
で

届
け

出
ま

す
。

　
函

館
市

　
　

　
　

　
　

町
　

　
　

　
　

　
丁

目
　

　
　

　
　

　
（番

地
）

番
号

　

③

温
泉

そ
の

他

④ ⑤

別
紙

　
８

公
共

下
水

道
使

用
開

始
（
休

止
・
廃

止
・
再

開
）
届

書

届
出

者
は

使
用

者
と

な
る

が
，

代
理

人
も

可
と

す
る

。
ア

パ
ー

ト
の

場
合

な
ど

は
，

使
用

者
全

員
提

出
す

る
こ

と
。

排
水

設
備

を
公

共
桝

に
接

続
し

，
公

共
下

水
道

を
使

用
し

た
日

と
す

る
。

使
用

場
所

排
水

の
種

別

水
道

水
　

家
庭

用

　
家

庭
用

営
業

用
（業

種
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

居
住

人
員

人
　

　
　

使
 用

 の
 開

 始
 （

 休
 止

 ・
 廃

止
 ・

 再
 開

 ）
 年

 月
 日

　
平

成
　

　
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
　

　
　

　
　

月
　

　
　

　
　

　
　

　
日

別
記

第
６

号
様

式
（第

５
条

関
係

）

営
業

用
（業

種
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

水 道 水 以 外

　
家

庭
用

営
業

用
（業

種
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）
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